
 

 

 

 

 

海面共同漁業権漁場計画 

 

倉敷市～笠岡市 

（免許番号１１１～２００号） 

 

 

存 続 期 間  令和５年９月１日から令和１５年８月３１日まで  

申 請 期 間  公示の日から１００日間 

免許予定日         令和５年９月１日 

 

岡山県農林水産部水産課 

 



 

 

 



 

１  免許番号  岡共第１１１号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

  わかめ漁業 

  ２月１６日から９月３０日まで 

 

 

３  漁場の位置  倉敷市下津井地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１２１５号、点ア、イ及び基点第１２１７号の各点を

順次結んだ３直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区

域。ただし、河川、溝渠等の区域は除く。 

   点の位置 

    基点第１２１５号  倉敷市下津井１丁目祇園神社 

    基点第１２１６号  倉敷市下津井４丁目灯篭崎（西ノ崎）突端に設置し

た標識 

    基点第１２１７号  倉敷市下津井５丁目松岩に設置した標識 

                  点ア 基点第１２１６号から香川県丸亀市本島東端見通し

線上基点第１２１６号から２００メートルの点 

                  点イ 基点第１２１７号から倉敷市六口島北西端見通し線

上基点第１２１７号から２００メートルの点 

 

 

５  関係地区 倉敷市（旧児島市） 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

岡共第 １１１ 号 

第１種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１１２号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

  あさり漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

    

 

３  漁場の位置  倉敷市竪場島東地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１２０２号、点ア、イ及び基点第１２０２号の各点を

順次結んだ３直線によって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１２０１号  倉敷市・玉野市界松ケ鼻突端大石に設置した標識 

    基点第１２０２号  倉敷市竪場島南端に設置した標識 

    基点第１２０４号  倉敷市児島田の口５丁目田の口東防波堤突端灯篭 

                  点ア 基点第１２０１号から基点第１２０２号見通し線

と、基点第１２０４号から玉野市大槌島東北端見通し

線との交差点 

                  点イ 基点第１２０２号から玉野市日比６丁目鼻操鼻突端

見通し線と、基点第１２０４号から玉野市大槌島東北

端見通し線との交差点 

 

 

５  関係地区 倉敷市（旧児島市） 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １１２ 号 

第１種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１１３号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    なまこ漁業 

  １１月１日から翌年３月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  倉敷市大畠、児島（元浜町、味野、下の町、田の口、唐琴）

地先 

 

 

４ 漁場の区域 次に掲げる（１）の区域のうち（２）に掲げる区域を除いた

区域 

（１）基点第１２０１号、点ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク及び点ケの各点

を順次結んだ１０直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただ

し、河川、溝渠等の区域は除く。 

   点の位置 

基点第１２０１号  倉敷市・玉野市界松ケ鼻突端大石に設置した標識 

基点第１２０３号  倉敷市児島唐琴４丁目鵜石鼻防波堤突端に設置した

標識 

基点第１２０６号  倉敷市児島下の町９－１８－３４福山通運株式会社

児島営業所岸壁南西端角に設置した標識 

基点第１２１０号  倉敷市児島元浜町児島ボートレース場駐車場東側護

岸角に設置した標識 

基点第１２１２号  倉敷市大畠久須美鼻突端に設置した標識 

基点第１２５７号  倉敷市児島味野浜の宮突端に設置した標識 

基点第１２８６号  倉敷市児島小川町３６９７－４倉敷市児島環境セン

ター岸壁東端角に設置した標識 

基点第１２８７号  倉敷市大畠地先大規模増殖場護岸北東端角に設置し

た標識 

点ア 基点第１２０１号から香川県坂出市王越町乃生岬西端

見通し線上基点第１２０１号から１００メートルの点 

点イ 基点第１２０３号から倉敷市竪場島東端見通し線上基

点第１２０３号から１００メートルの点 

点ウ 基点第１２０６号から倉敷市竪場島西端見通し線上基

点第１２０６号から１００メートルの点 

点エ 基点第１２８６号から倉敷市竪場島北端見通し線上基

点第１２８６号から１００メートルの点 

点オ 基点第１２５７号から倉敷市竪場島北端見通し線上基

点第１２５７号から１００メートルの点 

点カ 基点第１２１０号から倉敷市竪場島北端見通し線上基

点第１２１０号から１００メートルの点 

点キ 基点第１２８７号から倉敷市竪場島北端見通し線上基

点第１２８７号から１００メートルの点 

点ク 基点第１２１２号から倉敷市竪場島南端見通し線上基

点第１２１２号から１００メートルの点 

点ケ 基点第１２１２号から倉敷市釜島西端見通し線上基点

第１２１２号から１００メートルの点 

 

（２）点Ａ、Ｂ、Ｃ、及び点Ｄを順次結んだ３直線と最大高潮時海岸線とによっ

て囲まれた区域 

   点の位置 

      点Ａ 倉敷市大畠１丁目１７４３番地（同６番１３号）北端より市道上パ

ラペットの側溝の南端に設置した標識 

      点Ｂ  倉敷市児島元浜町６番地３地先防波堤上部南端（水平面南端） 

      点Ｃ 倉敷市児島元浜町６番地３地先防波堤北端（基部） 

      点Ｄ 倉敷市児島元浜町８８番地２２地先児島ボートレース場北の側壁

の東端に設置した標識 

 

 

５ 関係地区 倉敷市（旧児島市） 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

岡共第 １１３ 号 

第１種共同漁業権 



   

１  免許番号  岡共第１１４号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    なまこ漁業 

  １１月１日から翌年３月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  倉敷市竪場島地先 

 

 

４ 漁場の区域 倉敷市竪場島の最大高潮時海岸線から１５０メートルの線に

よって囲まれた区域 

 

 

５ 関係地区 倉敷市（旧児島市） 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １１４ 号 

第１種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１１５号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

  なまこ漁業 

  １１月１日から翌年３月３１日まで 

    わかめ漁業 

  ２月１６日から９月３０日まで 

 

 

３  漁場の位置  倉敷市下津井地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１２１２号、第１２２２号、点ア、イ、ウ及び基点第

１２１４号の各点を順次結んだ５直線と最大高潮時海岸線とに

よって囲まれた区域。ただし、河川、溝渠等の区域は除く。 

   点の位置 

    基点第１２１２号  倉敷市大畠久須美鼻突端に設置した標識 

    基点第１２１４号  倉敷市下津井吹上２丁目吹上港西防波堤灯篭 

    基点第１２２２号  倉敷市釜島西端に設置した標識 

    基点第１２３４号  倉敷市大畠久須美鼻南端に設置した標識 

                  点ア 基点第１２２２号から香川県坂出市櫃石島合戸鼻見

通し線と、倉敷市大畠鷲羽山山頂から香川県坂出市与

島東の高見通し線との交差点 

                  点イ 基点第１２３４号から倉敷市六口島牛ケ首見通し線

と、倉敷市大畠鷲羽山山頂から香川県坂出市与島東の

高見通し線との交差点 

                  点ウ 基点第１２３４号から倉敷市六口島牛ケ首見通し線

と、基点第１２１４号から香川県坂出市小瀬居島東端

見通し線との交差点 

 

 

５  関係地区 倉敷市（旧児島市） 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １１５ 号 

第１種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１１６号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    わかめ漁業 

  ２月１６日から９月３０日まで 

 

 

３  漁場の位置  倉敷市釜島地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１２２０号と点ア、基点第１２２１号と点イをそれぞ 

れ結んだ直線並びに基点第１２２０号と基点第１２２１号の間

（釜島東側）における最大高潮時海岸線から沖出し１５０メー

トルの線によって囲まれた区域及び基点第１２２１号と点ウ、

基点第１２２０号と点エをそれぞれ結んだ直線並びに基点第１

２２１号と基点第１２２０号の間（釜島西側）における最大高

潮時海岸線から沖出し３０メートルの線によって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１２２０号  倉敷市釜島東北端に設置した標識 

    基点第１２２１号  倉敷市釜島南端に設置した標識 

                  点ア 基点第１２２０号から倉敷市竪場島南東端見通し線

上基点第１２２０号から１５０メートルの点 

                  点イ 基点第１２２１号から真方位１８０度見通し線上基

点第１２２１号から１５０メートルの点 

                  点ウ 基点第１２２１号から真方位１８０度見通し線上基

点第１２２１号から３０メートルの点 

                  点エ 基点第１２２０号から倉敷市竪場島南東端見通し線

上基点第１２２０号から３０メートルの点 

 

 

５  関係地区 倉敷市（旧児島市） 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １１６ 号 

第１種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１１７号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    わかめ漁業 

  ２月１６日から９月３０日まで 

 

 

３  漁場の位置  倉敷市六口島地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１２２５号と点ア、基点第１２２７号と点イをそれぞ

れ結んだ直線並びに基点第１２２５号と基点第１２２７号の間

（六口島西側）における最大高潮時海岸線から沖出し１５０メ

ートルの線によって囲まれた区域及び基点第１２２７号と点

ウ、基点第１２２５号と点エをそれぞれ結んだ直線並びに基点

第１２２７号と基点第１２２５号の間（六口島東側）における

最大高潮時海岸線から沖出し３０メートルの線によって囲まれ

た区域 

   点の位置 

    基点第１２２５号  倉敷市六口島南端に設置した標識 

    基点第１２２７号  倉敷市六口島西の中浜突端（大首西ノ鼻）に設置し

た標識 

                  点ア 基点第１２２５号から真方位１８０度見通し線上基

点第１２２５号から１５０メートルの点 

                  点イ 基点第１２２７号から倉敷市大柄杓島南端見通し線

上基点第１２２７号から１５０メートルの点 

                  点ウ 基点第１２２７号から倉敷市大柄杓島南端見通し線

上基点第１２２７号から３０メートルの点 

                  点エ 基点第１２２５号から真方位１８０度見通し線上基

点第１２２５号から３０メートルの点 

 

 

５  関係地区 倉敷市（旧児島市） 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １１７ 号 

第１種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１１８号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    わかめ漁業 

  ２月１６日から９月３０日まで 

 

 

３  漁場の位置  倉敷市濃地諸島地先 

 

 

４ 漁場の区域 点イ、ウ、エ、オ、カ及び点イの各点を順次結んだ５直線と

最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。 

  点の位置 

    基点第１２２６号 倉敷市六口島北西端に設置した標識 

基点第１２４２号  倉敷市上濃地島東端に設置した標識 

    基点第１２４４号  倉敷市太濃地島南端に設置した標識 

基点第１２４６号  倉敷市児島塩生高島北端南側防波堤基部に設置した 

標識 

基点第１２８８号 倉敷市水島川崎通１丁目地先水島港西１号防波堤突端

に設置した標識 

点ア 倉敷市菰池２丁目三百山三角点から香川県丸亀市広島

町広島ハジカミ鼻突端見通し線と倉敷市下津井大室海岸

線との交差点 

点イ 基点第１２４２号から真方位９０度見通し線上基点第

１２４２号から５０メートルの点 

点ウ 基点第１２４２号から真方位１８０度見通し線上基点

第１２４２号から１００メートルの点 

点エ 基点第１２８８号から基点第１２２６号見通し延長線

上基点第１２２６号から１８００メートルの点 

点オ 基点第１２８８号から基点第１２２６号見通し延長線

と点アから浅口市寄島町竜王山山頂見通し線との交差点 

点カ 基点第１２４６号から倉敷市イザロ濃地島西端見通し

線と点アから浅口市寄島町竜王山山頂見通し線との交差

点 

 

 

５  関係地区 倉敷市（旧児島市） 

  



 

 

 

  

岡共第 １１８ 号 

第１種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１１９号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    わかめ漁業 

  ２月１６日から９月３０日まで 

 

 

３  漁場の位置  倉敷市上水島地先 

 

 

４ 漁場の区域 点イ、ウ、エ、オ、カ、キ及び点イの各点を順次結んだ６直

線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

  点の位置 

基点第１２３９号 倉敷市上水島南端に設置した標識 

基点第１２６０号 倉敷市イザロ濃地島西端に設置した標識 

基点第１２６３号 倉敷市上水島南東端に設置した標識 

基点第１２６５号 倉敷市上水島西端に設置した標識 

基点第１２７３号 倉敷市水島川崎通１丁目ＪＦＥスチール西南端に設置

した標識 

基点第１２８８号  倉敷市水島川崎通１丁目地先水島港西１号防波堤突端

に設置した標識 

基点第１４５５号  倉敷市下水島北端に設置した標識 

基点第１４５６号  倉敷市下水島東端に設置した標識 

点ア 倉敷市菰池２丁目三百山三角点から香川県丸亀市広島

町広島ハジカミ鼻突端見通し線と倉敷市下津井大室海岸

線との交差点 

点イ 点アから浅口市寄島町竜王山山頂見通し線と基点第１

２８８号から上水島高頂見通し線との交差点 

点ウ 基点第１２６３号から基点第１２６０号見通し線上基

点第１２６３号から１５０メートルの点 

点エ 基点第１２３９号から真方位１８０度見通し線上基点

第１２３９号から１５０メートルの点 

点オ 基点第１２６５号から基点第１４５６号見通し線上基

点第１２６５号から１５０メートルの点 

点カ 基点第１２６５号から基点第１２７３号見通し線と基

点第１２８８号から基点第１４５５号見通し線との交差

点 

点キ 点アから浅口市寄島町竜王山山頂見通し線と基点第１

２８８号から基点第１４５５号見通し線との交差点 

 

 

５  関係地区 倉敷市（旧児島市） 

  



 

 

 

  

岡共第 １１９ 号 

第１種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１２０号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    わかめ漁業 

  ２月１６日から９月３０日まで 

 

 

３  漁場の位置  倉敷市網代諸島地先 

 

 

４ 漁場の区域 点ア、イ、ウ、エ及び点アの各点を順次結んだ４直線と最大

高潮時海岸線とによって囲まれた区域。 

  点の位置 

基点第１２２７号 倉敷市六口島西の中浜突端（大首西ノ鼻）に設置した

標識 

基点第１２４４号 倉敷市太濃地島南端に設置した標識 

基点第１２６５号 倉敷市上水島西端に設置した標識 

基点第１４４９号 倉敷市大柄杓島島頂に設置した標識 

基点第１４５８号  倉敷市下水島南端に設置した標識 

点ア 基点第１４５８号から香川県丸亀市本島フクベ鼻見通

し線と基点第１２６５号から香川県丸亀市手島甚平鼻突

端見通し線との交差点 

点イ 基点第１２６５号から香川県丸亀市手島甚平鼻突端見

通し線と基点第１２２７号から点ウとの交差点 

点ウ 基点第１２４４号から倉敷市小杓島島頂見通し線と基

点第１４４９号から真方位２３度見通し線との交差点 

点エ 基点第１４４９号から真方位２３度見通し線と基点第

１４５８号から香川県丸亀市本島フクベ鼻見通し線との

交差点 

 

 

５  関係地区 倉敷市（旧児島市） 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １２０ 号 

第１種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１２１号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    わかめ漁業 

  ２月１６日から９月３０日まで 

 

 

３  漁場の位置  倉敷市大畠地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１２１１号、点ア、イ及び基点第１２１２号の各点を

順次結んだ３直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区

域。ただし、河川、溝渠等の区域は除く。 

   点の位置 

    基点第１２１１号  倉敷市大畠１丁目大畠漁港北波止基部に設置した標

識 

    基点第１２１２号  倉敷市大畠久須美鼻突端に設置した標識 

                  点ア 基点第１２１１号から倉敷市竪場島南端見通し線上

基点第１２１１号から１５０メートルの点 

                  点イ 基点第１２１２号から倉敷市竪場島南端見通し線上

基点第１２１２号から１００メートルの点 

 

 

５  関係地区 倉敷市（旧児島市） 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １２１ 号 

第１種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１２２号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  倉敷市六口島北地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１２３０号、点ア、イ及び基点第１２３１号の各点を

順次結んだ３直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１２１６号  倉敷市下津井４丁目灯篭崎（西ノ崎）突端に設置し

た標識 

    基点第１２２９号  倉敷市六口島牛の首北東端に設置した標識 

    基点第１２３０号  倉敷市六口島大首鼻赤辺の石に設置した標識 

    基点第１２３１号  倉敷市六口島茶屋鼻突端に設置した標識 

    基点第１２３２号  倉敷市六口島柳谷防波堤突端に設置した標識 

                  点ア 基点第１２３０号から基点第１２１６号見通し線

と、基点第１２２９号から基点第１２３２号見通し線

との交差点 

                  点イ 基点第１２３１号から基点第１２１６号見通し線

と、基点第１２２９号から基点第１２３２号見通し線

との交差点 

 

 

５  関係地区 倉敷市（旧児島市） 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １２２ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１２３号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  倉敷市六口島西地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１２４０号、点ア、イ及び基点第１２４１号の各点を

順次結んだ３直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１２２７号  倉敷市六口島西の中浜突端（大首西ノ鼻）に設置し

た標識 

    基点第１２４０号  倉敷市六口島五重の石塔 

    基点第１２４１号  倉敷市六口島長谷鼻に設置した標識 

                  点ア 基点第１２４０号から香川県丸亀市手島高ノ越見通

し線と、基点第１２２７号から香川県丸亀市本島フク

ベ鼻見通し線との交差点 

                  点イ 基点第１２４１号から香川県広島ハジカミ鼻見通し

線と、基点第１２２７号から香川県丸亀市本島フクベ

鼻見通し線との交差点 

 

 

５  関係地区 倉敷市（旧児島市） 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １２３ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１２４号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  倉敷市児島田の口、唐琴地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１２０１号、点ア及び基点第１２０６号の各点を順次

結んだ２直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。た

だし、河川、溝渠等の区域は除く。 

   点の位置 

    基点第１２０１号  倉敷市・玉野市界松ケ鼻突端大石に設置した標識 

    基点第１２０６号  倉敷市児島下の町９丁目１８－３４福山通運(株)児

島営業所岸壁南西端角に設置した標識 

    基点第１２０７号  倉敷市児島下の町１０丁目１８番港防波堤基部から

突端に向け最初の曲角に設置した標識 

                  点ア 基点第１２０１号から基点第１２０７号見通し線

と、基点第１２０６号から倉敷市釜島東端見通し線と

の交差点 

 

 

５  関係地区 倉敷市（旧児島市） 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １２４ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１２５号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    建網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  倉敷市児島地先 

 

 

４ 漁場の区域 次に掲げる（１）の区域のうち（２）に掲げる区域を除いた

区域 

（１）基点第１２０１号、点ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、コ、サ、

シ及び点スの各点を順次結んだ１３直線と最大高潮時海岸線とによって囲ま

れた区域。ただし、河川、溝渠等の区域は除く。 

   点の位置 

    基点第１２０１号  倉敷市・玉野市界松ケ鼻突端大石に設置した標識 

    基点第１２０５号  倉敷市児島田の口６丁目雁山岬突端に設置した標識 

    基点第１２１２号  倉敷市大畠久須美鼻突端に設置した標識 

    基点第１２１５号  倉敷市下津井１丁目祇園神社 

    基点第１２２２号  倉敷市釜島西端に設置した標識 

    基点第１２２５号  倉敷市六口島南端に設置した標識 

    基点第１２２６号  倉敷市六口島北西端に設置した標識 

    基点第１２３４号  倉敷市大畠久須美鼻南端に設置した標識 

                  点ア 基点第１２０１号から香川県坂出市王越町乃生岬西

端見通し線と、基点第１２１２号から玉野市向日比松

ケ鼻見通し線との交差点 

                  点イ 基点第１２０５号から香川県坂出市与島町室木島東

端見通し線と、基点第１２１２号から玉野市大槌島南

端見通し線との交差点 

                  点ウ 基点第１２０５号から香川県坂出市与島町室木島東

端見通し線と、香川県坂出市与島櫃石島タテワ高から

玉野市大槌島北端見通し線との交差点 

                  点エ 倉敷市大畠鷲羽山山頂から香川県坂出市雌山山頂見

通し線と、香川県坂出市与島町櫃石島タテワ高から玉

野市大槌島北端見通し線との交差点 

                  点オ 倉敷市大畠鷲羽山山頂から香川県坂出市雌山山頂見

通し線と、基点第１２２２号から香川県坂出市与島町

櫃石島合戸鼻見通し線との交差点 

                  点カ 倉敷市大畠鷲羽山山頂から香川県坂出市与島町与島

東の高見通し線と、基点第１２２２号から香川県坂出

市与島町櫃石島合戸鼻見通し線との交差点 

                  点キ 倉敷市大畠鷲羽山山頂から香川県坂出市与島町与島

東の高見通し線と、基点第１２３４号から倉敷市六口

島牛ケ首見通し線との交差点 

                  点ク 基点第１２３４号から倉敷市六口島牛ケ首見通し線

と、基点第１２１５号から香川県丸亀市本島町長島高

頂見通し線との交差点 

                  点ケ 基点第１２１５号から香川県丸亀市本島町長島高頂

見通し線と、香川県坂出市与島町櫃石島西浜の高から

香川県丸亀市手島甚平鼻北端見通し線との交差点 

                  点コ 香川県坂出市与島町櫃石島西の浜高から香川県丸亀

市手島甚平鼻北端見通し線と、香川県丸亀市本島町雀

ノ子島島頂から浅口市寄島町寄島北端見通し線との交

差点 

                  点サ 香川県丸亀市本島町雀ノ子島島頂から浅口市寄島町

寄島北東端見通し線と、基点第１２２５号から香川県

丸亀市手島甚平鼻北端見通し線との交差点 

                  点シ 基点第１２２６号から倉敷市大柄杓島南端見通し線

と、点スから香川県丸亀市広島ハジカミ鼻見通し線と

の交差点 

                  点ス 倉敷市菰池２丁目三百山三角点から香川県丸亀市広

島ハジカミ鼻見通し線と倉敷市下津井大室海岸線との

交差点  

 

（２）点Ａ、Ｂ、Ｃ、及び点Ｄを順次結んだ３直線と最大高潮時海岸線とによ

って囲まれた区域 



   点の位置 

      点Ａ 倉敷市大畠１丁目１７４３番地（同６番１３号）北端より市道上

パラペットの側溝の南端に設置した標識 

      点Ｂ  倉敷市児島元浜町６番地３地先防波堤上部南端（水平面南端） 

      点Ｃ 倉敷市児島元浜町６番地３地先防波堤北端（基部） 

      点Ｄ 倉敷市児島元浜町８８番地２２地先児島ボートレース場北の側壁

の東端に設置した標識 

 

 

５ 関係地区 倉敷市（旧児島市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １２５ 号 

第２種共同漁業権 



 



 

１  免許番号  岡共第１２６号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    建網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  倉敷市濃地諸島、上水島地先 

 

 

４ 漁場の区域 点イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク及び点イの各点を順次結んだ

７直線によって囲まれた区域。ただし、最大高潮時海岸線によ

って囲まれた陸地、及び点ケ、コ、サ、シを順次結んだ４直線

によって囲まれた区域を除く。 

  点の位置 

    基点第１２４２号  倉敷市上濃地島東端に設置した標識 

    基点第１２４４号  倉敷市太濃地島南端に設置した標識 

    基点第１２４６号  倉敷市児島塩生高島北端南側防波堤基部に設置した

標識 

    基点第１４４９号  倉敷市大柄杓島島頂に設置した標識 

                  点ア 倉敷市菰池２丁目三百山三角点から香川県丸亀市広

島町広島ハジカミ鼻突端見通し線と倉敷市下津井大室

海岸線との交差点 

                  点イ 基点第１２４２号から真方位９０度見通し線上基点

第１２４２号から５０メートルの点 

                  点ウ 基点第１２４２号から真方位１８０度見通し線上基

点第１２４２号から１００メートルの点 

                  点エ 基点第１２４６号から倉敷市イザロ濃地島西端見通

し延長線と、基点第１２４４号から倉敷市小杓島島頂

見通し線との交差点 

                  点オ 基点第１４４９号から真方位２３度見通し線と、基

点第１２４４号から倉敷市小杓島島頂見通し延長線と

の交差点 

                  点カ 基点第１４４９号から真方位２３度見通し線と、倉

敷市児島塩生瀬戸埠頭(株)地先桟橋南端から浅口市寄

島町青佐鼻東端見通し線との交差点 

                  点キ 点アから浅口市寄島町竜王山山頂見通し線と倉敷市

児島塩生瀬戸埠頭(株)地先桟橋南端から浅口市寄島町

青佐鼻東端見通し線との交差点 

                  点ク 基点第１２４６号から倉敷市イザロ濃地島西端見通

し線と点アから浅口市寄島町竜王山山頂見通し線との

交差点 

                  点ケ 点オから基点１２４４号見通し線上、点オから１４

００メートルの点 

                  点コ 点オから基点１２４４号見通し線上、点オから１１

３０メートルの点 

                  点サ 点オから真方位２３度見通し線上、点オから１４１

０メートルの点 

                  点シ 点オから真方位２３度見通し線上、点オから１７６

０メートルの点 

 

 

５ 制限又は条件 

（１）まきえ釣漁業の竿先１００メートル以内で操業してはならない 

（２）魚類を威嚇して（狩る）操業してはならない 

 

 

６  関係地区 倉敷市（旧児島市） 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １２６ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１２７号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

  つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  倉敷市下津井地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１２３５号及び基点第１２３６号を結んだ直線と下津

井港防波堤とによって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１２３５号  倉敷市下津井下津井港沖防波堤東端に設置した標識 

    基点第１２３６号  倉敷市下津井下津井港沖防波堤西燈台 

 

 

５ 制限又は条件 

（１）一文字防波堤（捨石も含む）は、港湾構造物であるのでこれを破損して

はならない 

（２）維持管理のための工事は、これを受認しなければならない 

 

 

６  関係地区 倉敷市（旧児島市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

岡共第 １２７ 号 

第３種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１２８号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

  しじみ、はまぐり、あさり、おおのがい、まてがい漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  倉敷市連島町西之浦鶴新田地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１３０３号、点ウ、イ、ア及び基点第１３０６号の各

点を順次結んだ４直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１３０３号  倉敷市連島町鶴新田大がんぎ石地蔵 

    基点第１３０４号  倉敷市連島町鶴新田水島大橋下流側東端から３８８

メートルの点 

    基点第１３０５号  倉敷市連島町西之浦旧霞橋下流側西端から３６０メ

ートルの点 

    基点第１３０６号  倉敷市連島町西之浦潮止えん堤下流端東角に設置し

た標識 

    基点第１４０２号  倉敷市玉島乙島(株)クラレ南東国土交通省省の設置

した標識 

                  点ア 基点第１３０５号から点イ見通し線と、基点第１３

０６号から倉敷市連島町西之浦潮止堰堤下流端見通し

線との交差点 

                  点イ 基点第１４０２号から倉敷市連島町西之浦旧霞橋東

詰見通し線と、基点第１３０３号から倉敷市玉島上成

旧霞橋西詰見通し線との交差点 

                  点ウ 基点第１３０３号から基点第１４０２号見通し線

と、点イから基点第１３０４号見通し延長線との交差

点 

 

５  関係地区 倉敷市連島 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

岡共第 １２８ 号 

第１種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１２９号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    なまこ漁業 

  １１月１日から翌年３月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  倉敷市下水島地先 

 

 

４ 漁場の区域 倉敷市下水島の最大高潮時海岸線から１５０メートルの線に

よって囲まれた区域 

 

 

５  関係地区 倉敷市玉島黒崎 

  



 

 

 

  

岡共第 １２９ 号 

第１種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１３０号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    なまこ漁業 

  １１月１日から翌年３月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  倉敷市玉島黒崎地先 

 

 

４ 漁場の区域 次に掲げる（１）の区域のうち（２）に掲げる区域を除いた

区域 

（１）基点第１４３５号、点ア、イ、ウ、エ、オ、カ及び基点第１５０１号の

各点を順次結んだ７直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただ

し、河川、溝渠等の区域は除く。 

   点の位置 

    基点第１４３５号  倉敷市玉島黒崎番所鼻南東端に設置した標識 

    基点第１４３８号  倉敷市玉島黒崎諏訪鼻南端に設置した標識 

    基点第１４３９号  倉敷市玉島黒崎妙見川左岸角に設置した標識 

    基点第１４４０号  倉敷市玉島黒崎山王南東端に設置した標識 

    基点第１４４１号  倉敷市玉島黒崎帆崎南端に設置した標識 

    基点第１５０１号  倉敷市・浅口市界に設置した標識 

                  点ア 基点第１４３５号から倉敷市下水島高頂見通し線上

基点第１４３５号から２００メートルの点 

                  点イ 基点第１４３８号から香川県丸亀市手島高頂見通し

線上基点第１４３８号から２００メートルの点 

                  点ウ 基点第１４３９号から香川県丸亀市手島東端見通し

線上基点第１４３９号から４００メートルの点 

                  点エ 基点第１４４０号から香川県丸亀市手島高頂見通し

線上基点第１４４０号から４００メートルの点 

                  点オ 基点第１４４１号から香川県丸亀市手島西端見通し

線上基点第１４４１号から２００メートルの点 

                  点カ 基点第１５０１号から香川県丸亀市小手島東端見通

し線上基点第１５０１号から３００メートルの点 

（２）点キ、ク、ケ及び基点第１４３９号の各点を順次結んだ３直線と最大高

潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１４３９号  倉敷市玉島黒崎妙見川左岸角に設置した標識 

                  点キ 倉敷市玉島黒崎諏訪鼻西側突端に設置した標識 

                  点ク 点キから真方位２００度４０分見通し線上点キから

１９８メートルの点 

                  点ケ 基点第１４３９号から真方位１５８度１０分見通し

線上基点第１４３９号から３０１メートルの点 

 

 

５  関係地区 倉敷市玉島黒崎 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

岡共第 １３０ 号 

第１種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１３１号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

  つぼ網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  倉敷市玉島黒崎地先 

 

 

４ 漁場の区域 次に掲げる（１）の区域のうち（２）に掲げる区域を除いた

区域 

（１）基点第１４３４号、点ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ及び基点第１５０１

号の各点を順次結んだ８直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。

ただし、河川、溝渠等の区域は除く。 

   点の位置 

    基点第１４３４号  倉敷市玉島黒崎矢崎南東端に設置した標識 

    基点第１４３５号  倉敷市玉島黒崎番所鼻南東端に設置した標識 

    基点第１４３８号  倉敷市玉島黒崎諏訪鼻南端に設置した標識 

    基点第１４３９号  倉敷市玉島黒崎妙見川左岸角に設置した標識 

    基点第１４４０号  倉敷市玉島黒崎山王南東端に設置した標識 

    基点第１４４１号  倉敷市玉島黒崎帆崎南端に設置した標識 

    基点第１５０１号  倉敷市・浅口市界に設置した標識 

                  点ア 基点第１４３４号から倉敷市下水島高頂見通し線上

基点第１４３４号から２００メートルの点 

                  点イ 基点第１４３５号から倉敷市下水島高頂見通し線上

基点第１４３５号から２００メートルの点 

                  点ウ 基点第１４３８号から香川県丸亀市手島高頂見通し

線上基点第１４３８号から２００メートルの点 

                  点エ 基点第１４３９号から香川県丸亀市手島東端見通し

線上基点第１４３９号から４００メートルの点 

                  点オ 基点第１４４０号から香川県丸亀市手島高頂見通し

線上基点第１４４０号から４００メートルの点 

                  点カ 基点第１４４１号から香川県丸亀市手島西端見通し

線上基点第１４４１号から２００メートルの点 

                  点キ 基点第１５０１号から香川県丸亀市小手島東端見通

し線上基点第１５０１号から３００メートルの点 

（２）点ク、ケ、コ及び基点第１４３９号の各点を順次結んだ３直線と最大高

潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１４３９号  倉敷市玉島黒崎妙見川左岸角に設置した標識 

                  点ク 倉敷市玉島黒崎諏訪鼻西側突端に設置した標識 

                  点ケ 点クから真方位２００度４０分見通し線上点クから

１９８メートルの点 

                  点コ 基点第１４３９号から真方位１５８度１０分見通し

線上基点第１４３９号から３０１メートルの点 

 

 

５  関係地区 倉敷市玉島黒崎 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １３１ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１３２号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

  建網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  倉敷市下水島地先 

 

 

４ 漁場の区域 点ア、イ、基点１４４９、点ウ及び点アの各点を順次結んだ

４直線によって囲まれた区域。ただし、最大高潮時海岸線によっ

て囲まれた陸地を除く。 

   点の位置 

    基点第１４０１号  倉敷市玉島乙島高梁川導流堤突端灯台 

    基点第１４４１号  倉敷市玉島黒崎帆崎南端に設置した標識 

    基点第１４４９号  倉敷市大柄杓島島頂に設置した標識 

                  点ア 浅口市寄島町青佐鼻東端から倉敷市児島塩生瀬戸埠

頭(株)地先桟橋南端見通し線と、基点第１４０１号か

ら香川県丸亀市手島高越北西端見通し線との交差点 

                  点イ 浅口市寄島町青佐鼻東端から倉敷市児島塩生瀬戸埠

頭(株)地先桟橋南端見通し線と、基点第１４４９号か

ら真方位２３度の見通し線との交差点 

                  点ウ 基点第１４４９号から基点第１４４１号見通し線

と、基点第１４０１号から香川県丸亀市手島高越北西

端見通し線との交差点 

 

 

５  関係地区 倉敷市玉島黒崎及び浅口市寄島町 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １３２ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１３３号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

  建網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  倉敷市玉島黒崎、浅口市寄島町地先 

 

 

４ 漁場の区域 次に掲げる（１）の区域のうち（２）に掲げる区域を除いた

区域 

（１）基点第１４３５号、点ア、イ、ウ及び基点１６０１号の各点を順次結ん

だ４直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただし、河川、溝渠

等の区域は除く。 

   点の位置 

    基点第１４３５号  倉敷市玉島黒崎番所鼻南東端に設置した標識 

    基点第１５０９号  浅口市寄島町三郎島南端に設置した標識 

    基点第１６０１号  笠岡市・浅口市界の標識 

                  点ア 基点第１４３５号から香川県丸亀市手島甚平鼻北東

端見通し線上基点第１４３５号から２００メートルの

点 

                  点イ 基点第１５０９号から香川県丸亀市手島北端見通し

線上基点第１５０９号から１００メートルの点 

                  点ウ 基点第１６０１号から笠岡市大島西端見通し線上基

点第１６０１号から３００メートルの点 

 

（２）点エ、オ、カ及び基点第１４３９号の各点を順次結んだ３直線と最大高

潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１４３９号  倉敷市玉島黒崎妙見川左岸角に設置した標識 

                  点エ 倉敷市玉島黒崎諏訪鼻西側突端に設置した標識 

                  点オ 点クから真方位２００度４０分見通し線上点クから

１９８メートルの点 

                  点カ 基点第１４３９号から真方位１５８度１０分見通し

線上基点第１４３９号から３０１メートルの点 

 

 

５  関係地区 倉敷市玉島黒崎、浅口市寄島町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １３３ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１３４号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

  しじみ、はまぐり、あさり、おおのがい、まてがい漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  倉敷市玉島乙島地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１４０３号、点ア、イ、ウ及び基点第１４０２号の各

点を順次結んだ４直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた

区域 

   点の位置 

    基点第１３０３号  倉敷市連島町鶴新田大がんぎ石地蔵 

    基点第１３０４号  倉敷市連島町鶴新田水島大橋下流側東端から３８８

メートルの点 

    基点第１３０５号  倉敷市連島町西之浦旧霞橋下流側西端から３６０メ

ートルの点 

    基点第１４０２号  倉敷市玉島乙島(株)クラレ南東国土交通省の設置し

た標識 

    基点第１４０３号  倉敷市玉島上成潮止えん堤下流端西角に設置した標

識 

                  点ア 基点第１３０５号から点イ見通し線と、基点第１４

０３号から倉敷市連島町西之浦潮止堰堤東詰見通し線

との交差点 

                  点イ 基点第１３０３号から倉敷市玉島上成旧霞橋下流西

詰見通し線と、基点第１４０２号から倉敷市連島町西

之浦旧霞橋下流東詰見通し線との交差点 

                  点ウ 基点第１４０２号から基点第１３０３号見通し線

と、点イから基点第１３０４号見通し延長線との交差

点 

５  関係地区 倉敷市玉島乙島 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １３４ 号 

第１種共同漁業権 



 

１ 免許番号 岡共第１３５号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

  第１種共同漁業権 

  あさり漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３ 漁場の位置 浅口市寄島町寄島西地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１５３３号、第１５３４号、第１５３６号及び基点第

１５３５号の各点を順次結んだ４直線によって囲まれた区域 

  点の位置 

   基点第１５３３号 浅口市寄島町寄島干拓西堤防地先人工干潟潜堤東基

部 

   基点第１５３４号 浅口市寄島町寄島干拓西堤防地先人工干潟潜堤西基

部 

   基点第１５３５号 浅口市寄島町寄島干拓西堤防地先人工干潟潜堤南東

端 

   基点第１５３６号 浅口市寄島町寄島干拓西堤防地先人工干潟潜堤南西

端 

 

５ 関係地区 浅口市寄島町 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １３５ 号 

第１種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１３６号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

  つぼ網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  浅口市寄島町青佐、寄島地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１５０８号、点ア、基点第１５０９号、点イ及び基点

第１６０１号の各点を順次結んだ４直線と最大高潮時海岸線と

によって囲まれた区域。ただし、河川、溝渠等の区域は除く。 

   点の位置 

    基点第１５０８号  浅口市寄島町寄島東端に設置した標識 

    基点第１５０９号  浅口市寄島町三郎島南端に設置した標識 

    基点第１６０１号  笠岡市・浅口市界の標識 

                  点ア 基点第１５０８号から香川県丸亀市手島高頂（２１

７ｍ）見通し線上基点第１５０８号から１５０メート

ルの点 

                  点イ 基点第１６０１号から笠岡市真鍋島大島西端見通し

線上基点第１６０１号から４００メートルの点 

 

 

５ 関係地区 浅口市寄島町 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １３６ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１３７号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

  つぼ網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  浅口市寄島町寄島東地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１５０６号、点ア、イ、ウ及び基点第１５０８号の各

点を順次結んだ４直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた

区域 

   点の位置 

    基点第１５０１号  倉敷市・浅口市界に設置した標識 

    基点第１５０３号  浅口市寄島町１３００３の３８番地（寄島町漁協事

務所）地先北東角護岸に設置した標識 

    基点第１５０５号  浅口市寄島町三郎港内防波堤基部に設置した標識 

    基点第１５０６号  基点第１５０５号から寄島干拓堤防上北へ１００メ

ートルの地点に設置した標識 

    基点第１５０７号  基点第１５０５号から寄島干拓堤防上北へ２００メ

ートルの地点に設置した標識 

    基点第１５０８号  浅口市寄島町寄島東端に設置した標識 

                  点ア 基点第１５０３号と基点第１５０８号を結んだ線

と、基点第１５０７号から倉敷市玉島黒崎帆崎南東端

見通し線との交差点 

                  点イ 基点第１５０８号から基点第１５０１号見通し線上

基点第１５０８号から４００メートルの点 

                  点ウ 基点第１５０８号から倉敷市下水島南端見通し線上

基点第１５０８号から２００メートルの点 

 

 

５ 関係地区 浅口市寄島町 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １３７ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１３８号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

  つぼ網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  浅口市寄島町安倉地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１５１５号、点ア、イ及び基点第１５０１号の各点を

順次結んだ３直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１５０１号  倉敷市・浅口市界に設置した標識 

    基点第１５０５号  浅口市寄島町三郎港内防波堤基部に設置した標識 

    基点第１５０７号  基点第１５０５号から寄島干拓堤防上北へ２００メ

ートルの地点に設置した標識 

    基点第１５１５号  浅口市寄島町寄島漁港西防波堤突端に設置した標識 

    基点第１５１６号  倉敷市玉島黒崎帆崎南東端に設置した標識 

                  点ア 浅口市寄島町地先山木の堤防延長線と、基点第１５

０７号から基点第１５１６号見通し線との交差点 

                  点イ 基点第１５０１号から香川県丸亀市手島高頂見通し

線と、基点第１５０７号から基点第１５１６号見通し

線との交差点 

 

 

５ 関係地区 浅口市寄島町 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １３８ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１３９号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

  つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  浅口市寄島町三郎島（三ツ山）地先 

 

 

４ 漁場の区域 点アを中心に半径１００メートルの円に囲まれた区域 

        点の位置 

      点ア 浅口市寄島町三郎島（三ツ山）南端から真方位２１０度見通し線

上６００メートルの点 

 

 

５ 関係地区  浅口市寄島町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １３９ 号 

第３種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１４０号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

  わかめ漁業 

  ２月１６日から９月３０日まで 

    かき、おおのがい漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市大島中地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１６０１号、点ア、イ、ウ及び基点第１６０６号の各

点を順次結んだ４直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた

区域。ただし、河川、溝渠等の区域は除く。 

   点の位置 

    基点第１６０１号  笠岡市・浅口市界の標識 

    基点第１６０６号 笠岡市西大島黒岩に設置した標識 

    基点第１７２０号  笠岡市神島外浦鹿落鼻東端に設置した標識 

                  点ア 基点第１６０１号から笠岡市真鍋島天神鼻見通し線

上基点第１６０１号から３００メートルの点 

                  点イ 基点第１６０６号から笠岡市白石島東端見通し線上

基点第１６０６号から３００メートルの点 

                  点ウ 基点第１６０６号から基点第１７２０号見通し線上

基点第１６０６号から３２５メートルの点 

 

 

５  関係地区 笠岡市大島中、西大島、西大島新田 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １４０ 号 

第１種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１４１号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

  わかめ漁業 

  ２月１６日から９月３０日まで 

    おおのがい漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市西大島、西大島新田地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１６０６号、点ア、イ、基点第１６０９号及び基点第

１６１１号の各点を順次結んだ４直線と最大高潮時海岸線とに

よって囲まれた区域。ただし、河川、溝渠等の区域は除く。 

   点の位置 

    基点第１６０６号 笠岡市西大島黒岩に設置した標識 

    基点第１６０７号  笠岡市西大島根の尾地先県道護岸に設置した標識 

   基点第１６０９号 笠岡市西大島夏目船溜り南西旧物揚場のえびす様 

   基点第１６１１号 笠岡市入江今立川入江橋中央橋脚南端（旧浅口・小

田郡界） 

   基点第１７２０号 笠岡市神島外浦鹿落鼻東端に設置した標識 

                  点ア 基点第１６０６号から基点第１７２０号見通し線上

基点第１６０６号から３２５メートルの点 

                  点イ 基点第１６０７号から基点第１７２０号見通し線上

基点第１６０７号から３５０メートルの点 

 

 

５  関係地区 笠岡市大島中、西大島、西大島新田 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １４１ 号 

第１種共同漁業権 



 

１ 免許番号 岡共第１４２号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

  第１種共同漁業 

あさり漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３ 漁場の位置 笠岡市大島中大工ノ浜地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１６０５号、点ア及び基点第１６０２号の各点を順次

結んだ２直線と笠岡市大島中正頭漁港東防波堤及び最大高潮時

海岸線とによって囲まれた区域 

  点の位置 

    基点第１６０２号  笠岡市大島中正頭漁港東防波堤南端に設置した標識 

    基点第１６０５号 笠岡市大島中深谷に設置した標識 

                  点ア 基点第１６０５号から笠岡市真鍋島西端見通し線上

基点第１６０５号から５０メートルの点 

 

 

５ 関係地区 笠岡市大島中、西大島、西大島新田 

  



 

 

 

  

岡共第 １４２ 号 

第１種共同漁業権 



 

１ 免許番号 岡共第１４３号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

  第１種共同漁業 

あさり漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３ 漁場の位置 笠岡市大島中、西大島地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１６０３号、点ア、イ、ウ及び基点第１６２２号の各

点を順次結んだ４直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた

区域 

  点の位置 

    基点第１６０３号  笠岡市大島中正頭長ぞわいに設置した標識 

   基点第１６０４号 笠岡市大島中焼場の鼻に設置した標識 

   基点第１６２２号  笠岡市大島中長浜お月の鼻に設置した標識 

                  点ア 基点第１６０３号から笠岡市真鍋島西端見通し線上

基点第１６０３号から５０メートルの点 

                  点イ 基点第１６０４号から笠岡市北木島布越鼻東端見通

し線上基点第１６０４号から５０メートルの点 

                  点ウ 基点第１６２２号から笠岡市北木島布越鼻東端見通

し線上基点第１６２２号から５０メートルの点 

 

 

５ 関係地区 笠岡市大島中、西大島、西大島新田 

  



 

 

 

  

岡共第 １４３ 号 

第１種共同漁業権 



 

１ 免許番号 岡共第１４４号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

  第１種共同漁業 

あさり漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３ 漁場の位置 笠岡市西大島鳥の江地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１６０８号、点ア及び基点第１６０９号の各点を順次

結んだ２直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

  点の位置 

    基点第１６０８号  笠岡市西大島７５３１の１番地先県道護岸（元階段

の位置）に設置した標識 

    基点第１６０９号  笠岡市西大島夏目船溜り南西旧物揚場のえびす様 

    基点第１７１５号 笠岡市神島東側、神島・神島外浦界防波堤階段に設

置した標識 

         点ア 基点第１６０８号から基点第１７１５号見通し線上

基点第１６０８号から１００メートルの点 

 

 

５ 関係地区 笠岡市大島中、西大島、西大島新田 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
岡共第 １４４ 号 

第１種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１４５号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

  つぼ網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市大島中、西大島地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１６０１号、点ア、イ、ウ、エ及び基点第１６０８号

の各点を順次結んだ５直線と最大高潮時海岸線とによって囲ま

れた区域。ただし、河川、溝渠等の区域は除く。 

   点の位置 

    基点第１６０１号  笠岡市・浅口市界の標識 

    基点第１６０６号 笠岡市西大島黒岩に設置した標識 

    基点第１６０７号  笠岡市西大島根の尾地先県道護岸に設置した標識 

    基点第１６０８号  笠岡市西大島７５３１の１番地先県道護岸（元階段

の位置）に設置した標識 

    基点第１７１２号  笠岡市神島神島八十八ヶ所第８番熊谷寺標石 

    基点第１７２０号  笠岡市神島外浦鹿落鼻東端に設置した標識 

                  点ア 基点第１６０１号から笠岡市真鍋島天神鼻見通し線

上基点第１６０１号から３００メートルの点 

                  点イ 基点第１６０６号から笠岡市白石島東端見通し線上

基点第１６０６号から３００メートルの点 

                  点ウ 基点第１６０７号から基点第１７２０号見通し線上

基点第１６０７号から３００メートルの点 

                  点エ 基点第１６０８号から基点第１７１２号見通し線上

基点第１６０８号から２５０メートルの点 

 

 

５  関係地区 笠岡市大島中、西大島、西大島新田 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １４５ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１４６号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

  わかめ漁業 

  ２月１６日から９月３０日まで 

    あさり、おおのがい漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市入江地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１６１１号、点ア及び基点第１６１３号の各点を順次

結んだ２直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。た

だし、河川、溝渠等の区域は除く。 

   点の位置 

    基点第１６１０号 笠岡市西大島旧金崎橋南詰西端 

    基点第１６１１号  笠岡市入江今立川入江橋中央橋脚南端（旧浅口・小

田郡界） 

    基点第１６１３号  笠岡市横島大殿州南東端に設置した標識 

                  点ア 基点第１６１１号から笠岡市北木島布越高頂見通し

線と、基点第１６１３号から基点第１６１０号を結ぶ

線との交差点 

 

 

５  関係地区 笠岡市神島、横島、入江、美の浜、旧笠岡町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １４６ 号 

第１種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１４７号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種共同漁業 

  わかめ漁業 

  ２月１６日から９月３０日まで 

   あさり、おおのがい漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市神島瀬戸、天神地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１７０１号、基点第１７０３号、基点１７１８号、基

点１７０５号及び基点第１７０７号の各点を順次結んだ４直線

並びに基点第１７０８号、点ア及び基点第１７１１号の各点を

順次結んだ２直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区

域。ただし、河川、溝渠等の区域は除く。 

  点の位置 

    基点第１６０９号  笠岡市西大島夏目船溜り南西旧物揚場のえびす様 

    基点第１７０１号 笠岡市神島渡船場スベリ東基部に設置した標識 

    基点第１７０３号 笠岡市神島弁天頂上に設置した標識 

    基点第１７０５号 笠岡市神島天神団地北西角に設置した標識 

    基点第１７０７号 笠岡市神島子殿州北西端に設置した標識 

    基点第１７０８号  笠岡市神島子殿州東端に設置した標識 

    基点第１７１１号 笠岡市神島５３５１番地２東護岸階段 

    基点第１７１８号 笠岡市横江漁港（神島地区）南防波堤東端角に設置

した標識 

                  点ア 基点第１７１１号から基点第１６０９号見通し線上

基点第１７１１号から９０メートルの点 

 

 

 ５  関係地区 笠岡市神島、横島、入江、美の浜、旧笠岡町 

  



 

 

 

  

岡共第 １４７ 号 

第１種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１４８号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    わかめ漁業 

２月１６日から９月３０日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市神島御崎地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１７３０号、点ア、イ及び基点第１７３１号の各点を

順次結んだ３直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１７３０号 笠岡市神島西側、神島・神島外浦界に設置した標識 

    基点第１７３１号 笠岡市神島御崎南端に設置した標識 

                  点ア 基点第１７３０号から笠岡市梶子島西端見通し線上

基点第１７３０号から１００メートルの点 

                  点イ 基点第１７３１号から真方位１８０度見通し線上基

点第１７３１号から１００メートルの点 

 

 

５  関係地区 笠岡市神島、横島、入江、美の浜、旧笠岡町 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １４８ 号 

第１種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１４９号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市神島古江地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１７１２号、点ア、イ及び基点第１７１５号の各点を

順次結んだ３直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区

域。ただし、河川、溝渠等の区域は除く。 

   点の位置 

    基点第１６０６号 笠岡市西大島黒岩に設置した標識 

    基点第１７１２号  笠岡市神島神島八十八ヶ所第８番熊谷寺標石 

    基点第１７１５号 笠岡市神島東側、神島・神島外浦界防波堤階段に設

置した標識 

                  点ア 基点第１７１２号から基点第１６０６号見通し線上

基点第１７１２号から３００メートルの点 

                  点イ 基点第１７１５号から基点第１６０６号見通し線上

基点第１７１５号から５００メートルの点 

 

 

５  関係地区 笠岡市神島、横島、入江、美の浜、旧笠岡町 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

岡共第 １４９ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１５０号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市神島御崎地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１７３０号、点ア、イ及び基点第１７３１号の各点を

順次結んだ３直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１７３０号 笠岡市神島西側、神島・神島外浦界に設置した標識 

    基点第１７３１号 笠岡市神島御崎南端に設置した標識 

                  点ア 基点第１７３０号から笠岡市梶子島西端見通し線上

基点第１７３０号から１００メートルの点 

                  点イ 基点第１７３１号から真方位１８０度見通し線上基

点第１７３１号から１００メートルの点 

 

 

５  関係地区 笠岡市神島、横島、入江、美の浜、旧笠岡町 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

岡共第 １５０ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１５１号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    建網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市大島中地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１６０１号、点ア、イ及び基点第１６０９号の各点を

順次結んだ３直線と最大高潮時海岸線によって囲まれた区

域。ただし、河川、溝渠等の区域は除く。 

   点の位置 

    基点第１６０１号  笠岡市・浅口市界の標識 

    基点第１６０６号 笠岡市西大島黒岩に設置した標識 

    基点第１６０９号  笠岡市西大島夏目船溜り南西旧物揚場のえびす様 

                  点ア 基点第１６０１号から笠岡市真鍋島天神鼻見通し線

上基点第１６０１号から３００メートルの点 

                  点イ 基点第１６０６号から笠岡市神島鹿落鼻東端見通し

線上基点第１６０６号から３００メートルの点 

 

 

５  関係地区 笠岡市 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

岡共第 １５１ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１５２号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    建網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市神島外浦、高島地先 

 

 

４ 漁場の区域 次に掲げる（１）の区域のうち（２）に掲げる区域を除いた

区域 

 

（１）基点第１６１６号及び基点第１７０１号を結んだ直線、基点第１６１１

号、点ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ及び基点第１７３１号を順次結んだ８直

線並びに最大高潮時海岸線によって囲まれた区域。ただし、河川、溝渠等の

区域は除く。 

    点の位置 

      基点第１６０６号 笠岡市西大島黒岩に設置した標識 

      基点第１６１１号  笠岡市入江今立川入江橋中央橋脚南端（旧浅口・小

田郡界） 

      基点第１６１６号 笠岡市横島渡場スベリ東基部に設置した標識 

      基点第１６５０号  笠岡市茂平防路鼻県境に設置した標識 

      基点第１７０１号  笠岡市神島渡船場スベリ西基部に設置した標識 

      基点第１７２９号 笠岡市神島外浦オソノミ南麓（通称オソノクボ）に

設置した標識 

      基点第１７３０号 笠岡市神島西側、神島・神島外浦界に設置した標識 

      基点第１７３１号 笠岡市神島御崎南端に設置した標識 

      基点第１７６８号  笠岡市高島南東端バベの木鼻に設置した標識 

      基点第１７７４号  笠岡市小高島南中鼻（トウフ岩）に設置した標識 

      基点第１８０４号  笠岡市白石島仕切鼻東台ノ鼻に設置した標識 

      基点第１８２６号 笠岡市梶子島北西端に設置した標識 

                  点ア 基点第１６０６号から笠岡市コゴチ島東南端見通し

線と、基点第１６１１号から笠岡市北木島布越高見通

し線との交差点 

                  点イ 基点第１７６８号から基点第１８０４号見通し線

と、基点第１６０６号から笠岡市コゴチ島東南端見通

し線との交差点 

                  点ウ 基点第１７７４号から笠岡市コゴチ島島頂見通し線

上基点１７７４号から１００メートルの点 

                  点エ 基点第１７７０号から福山市走島町加治屋島北端見

通し線と、基点第１８２６号から福山市箕島町鳶ケ巣

西端見通し線との交差点 

                  点オ 基点第１７２９号から福山市芦田川右岸竹ケ端南端

見通し線と、基点第１７３０号と点エを結んだ線との

交差点 

                 点カ 基点第１７２９号から福山市芦田川右岸竹ケ端南端見

通し線と、基点第１６５０号から笠岡市大飛島西端見

通し線との交差点 

                  点キ 基点第１７３１号から福山市箕島町長瀬ノ鼻見通し

線と、基点第１６５０号から笠岡市大飛島西端見通し

線との交差点 

 

（２）基点第１７６８号と点ク並びに点ケ、コ及び基点第１７７０号を順次結

んだ３直線と最大高潮時海岸線によって囲まれた区域 

    点の位置 

    基点第１７６８号  笠岡市高島南東端バベの木鼻に設置した標識 

    基点第１７７０号  笠岡市高島南西端与太郎鼻に設置した標識 

                  点ク 笠岡市小高島東端に設置した標識 

                  点ケ 笠岡市小高島西端に設置した標識 

                  点コ 基点第１７７０号から笠岡市白石島小山見通し線

と、点ケから真方位２５７度見通し線との交差点 

 

 

５  関係地区 笠岡市  



 

 

 

  

岡共第 １５２ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１５３号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    建網漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市飛島地先 

 

 

４ 漁場の区域 点ア、イ、ウ、エ、オ及び点アの各点を順次結んだ５直線と

最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１８１１号 笠岡市白石島南端乳石に設置した標識 

    基点第１８６７号 笠岡市北木島西端花面山鼻に設置した標識 

    基点第１９０５号 笠岡市真鍋島天神鼻燈篭 

    基点第１９２５号  笠岡市六島笠松鼻突端に設置した標識 

                  点ア 基点第１８６７号から笠岡市六島東端見通し線と、

基点第１９０５号から福山市走島町袴島南端見通し線

との交差点 

                  点イ 基点第１８６７号から笠岡市六島東端見通し線と、

基点第１９０５号から福山市鞆町宇治島南東端見通し

線との交差点 

                  点ウ 基点第１９０５号から福山市宇治島南東端見通し線

と、基点第１９２５号から福山市走島町袴島南西端見

通し線との交差点 

                  点エ 基点第１８１１号から福山市宇治島南東端見通し線

と、基点第１９２５号から福山市走島町袴島南西端見

通し線との交差点 

                  点オ 基点第１８１１号から福山市宇治島南東端見通し線

と、基点第１９０５号から福山市走島町袴島南端見通

し線との交差点 

５  関係地区 笠岡市 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

岡共第 １５３ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１５４号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    建網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市白石島地先 

 

 

４ 漁場の区域 次に掲げる（１）の区域のうち（２）に掲げる区域を除いた

区域 

（１）点ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ及び点アの各点を順次結んだ７直線と最

大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただし、河川、溝渠等の区域は除

く。 

    点の位置 

    基点第１７６８号  笠岡市高島南東端バベの木鼻に設置した標識 

    基点第１７７０号  笠岡市高島南西端与太郎鼻に設置した標識 

    基点第１７７４号  笠岡市小高島南中鼻（トウフ岩）に設置した標識 

     基点第１８０４号 笠岡市白石島仕切鼻東台ノ鼻に設置した標識 

    基点第１８０８号  笠岡市白石島宮ノ鼻に設置した標識 

    基点第１８１１号 笠岡市白石島南端乳石に設置した標識 

    基点第１８２５号  笠岡市梶子島南西端に設置した標識 

    基点第１８２６号 笠岡市梶子島北西端に設置した標識 

   基点第１８５６号 笠岡市北木島金風呂漁港内４号水門東端に設置した

標識 

                  点ア 基点第１７７０号から福山市加治屋島北西端見通し

線と、基点第１８２６号から福山市箕島町鳶ケ巣南端

見通し線との交差点 

                  点イ 基点第１８２５号から笠岡市大飛島西端見通し線

と、基点第１８１１号から福山市鞆町袴島北西端見通

し線との交差点 

                  点ウ 基点第１８１１号から笠岡市横辺島西端見通し線上

基点１８１１号から２００メートルの点 

                  点エ 基点第１８０８号から基点第１８５６号見通し線上

基点１８０８号から２５０メートルの点 

                  点オ 基点第１８０４号から丸亀市広島町小手島北端見通

し線と、点エから浅口市寄島町青佐鼻見通し線との交

差点 

                  点カ 基点第１７６８号から基点第１８０４号見通し線

と、点キから浅口市寄島町寄島南端見通し線との交差

点 

                  点キ 基点第１７７４号から笠岡市コゴチ島島頂見通し線

上基点１７７４号から１００メートルの点 

                   

（２）基点第１８０６号及び基点第１８３７号、基点第１８１７号及び点クを

それぞれ結んだ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

  点の位置 

     基点第１８０６号 笠岡市白石島影平ヨコゾワ突端に設置した標識 

   基点第１８１７号 笠岡市白石島目玉岩に設置した標識 

   基点第１８３７号 笠岡市弁天島東北端に設置した標識 

         点ク 笠岡市弁天島島頂 

 

 

５  関係地区 笠岡市 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １５４ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１５５号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    建網漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市北木島北地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１８６０号、点ア、イ、ウ、エ、オ、カ及び基点第１

８６７号の各点を順次結んだ７直線と最大高潮時海岸線とによ

って囲まれた区域。ただし、河川、溝渠等の区域は除く。 

   点の位置 

    基点第１８０８号  笠岡市白石島南東宮ノ鼻南端に設置した標識 

    基点第１８１１号 笠岡市白石島南端乳石に設置した標識 

    基点第１８２２号 笠岡市梶子島東端に設置した標識 

    基点第１８５５号 笠岡市北木島鶴石鼻突端に設置した標識 

    基点第１８５６号 笠岡市北木島金風呂漁港内４号水門東端に設置した

標識 

    基点第１８６０号 笠岡市北木島布越北東端に設置した標識 

    基点第１８６７号 笠岡市北木島西端花面山鼻に設置した標識 

    基点第１８６９号 笠岡市北木島矢倉の鼻大岩北端に設置した標識 

                  点ア 基点第１８６０号から浅口市寄島町寄島東端見通し

線上基点第１８６０号から３００メートルの点 

                  点イ 基点第１８６９号から笠岡市白石島仕切鼻東台ノ鼻

見通し線と、基点第１８５５号から浅口市寄島町青佐

鼻見通し線との交差点 

                  点ウ 基点第１８０８号から基点第１８５６号見通し線上

基点１８０８号から２５０メートルの点 

                  点エ 基点第１８１１号から笠岡市横辺島高頂見通し線上

第１８１１号から２００メートルの点 

                  点オ 基点第１８１１号から福山市袴島高頂見通し線と、

基点第１８２２号から笠岡市横辺島高頂見通し線との

交差点 

                  点カ 基点第１８６７号から笠岡市横辺島東端見通し線上

基点第１８６７号から８００メートルの点 

 

 

５  関係地区 笠岡市 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １５５ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１５６号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    建網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市北木島南地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１８５２号、点ア、イ、ウ、エ及び基点第１８６５号

の各点を順次結んだ５直線と最大高潮時海岸線によって囲まれ

た区域 

   点の位置 

    基点第１８５２号 笠岡市北木島獅子崎突端に設置した標識 

    基点第１８５３号 笠岡市北木島野島鼻突端に設置した標識 

    基点第１８５４号 笠岡市北木島大字根鼻突端に設置した標識 

    基点第１８６５号 笠岡市北木島胴張鼻に設置した標識 

                  点ア 基点第１８５２号から笠岡市真鍋島八幡鼻突端見通

し線上基点第１８５２号から３５０メートルの点 

                  点イ 基点第１８５３号から笠岡市真鍋島天神鼻突端燈篭

見通し線上基点第１８５３号から３００メートルの点 

                  点ウ 基点第１８５４号から笠岡市問島島頂見通し線上基

点第１８５４号から３００メートルの点 

                  点エ 基点第１８６５号から笠岡市小飛島北端見通し線上

基点第１８６５号から３００メートルの点 

 

 

５  関係地区 笠岡市 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １５６ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１５７号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    建網漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市真鍋島地先 

 

 

４ 漁場の区域 点ア、イ、ウ、エ、オ及び点アの各点を順次結んだ５直線と

最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただし、河川、溝

渠等の区域を除く。 

   点の位置 

    基点第１８５４号 笠岡市北木島大字根鼻突端に設置した標識 

    基点第１９２１号  笠岡市茂床島南端に設置した標識 

                  点ア 基点第１８５４号から笠岡市六島東端見通し線と、

笠岡市小飛島北端から丸亀市広島町小手島西端見通し

線との交差点 

                  点イ 基点第１８５４号から笠岡市六島東端見通し線と、

笠岡市小飛島北端から香川県仲多度郡多度津町佐柳島

南端見通し線との交差点 

                  点ウ 笠岡市ハブ島南端から丸亀市広島町小手島南端見通

し線と、笠岡市小飛島北端から香川県仲多度郡多度津

町佐柳島南端見通し線との交差点 

                  点エ 基点第１９２１号から三豊市詫間町粟島西端見通し

線と、笠岡市ハブ島南端から丸亀市広島町小手島西端

見通し線との交差点 

                  点オ 基点第１９２１号から三豊市詫間町粟島西端見通し

線と、笠岡市小飛島北端から丸亀市広島町小手島西端

見通し線との交差点 

 

５  関係地区 笠岡市 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １５７ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１５８号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    建網漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市大島及び茂床島地先 

 

 

４ 漁場の区域 点ア、イ、ウ、エ、オ及び点アの各点を順次結んだ５直線と

最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１９０５号 笠岡市真鍋島天神鼻燈篭 

    基点第１９１１号 笠岡市真鍋島去浜鼻突端に設置した標識 

    基点第１９１７号 笠岡市大島白石に設置した標識 

    基点第１９１９号 笠岡市大島北東端に設置した標識 

    基点第１９２０号 笠岡市大島北西端に設置した標識 

    基点第１９２１号  笠岡市茂床島南端に設置した標識 

    基点第１９２２号 笠岡市茂床島東端に設置した標識 

                  点ア 基点第１９２０号から笠岡市北木島布越北東端見通

し線上基点第１９２０号から５００メートルの点 

                  点イ 基点第１９１７号から基点第１９０５号見通し線上

基点第１９１７号から５００メートルの点 

                  点ウ 基点第１９２１号から基点第１９１１号見通し線上

基点第１９２１号から４００メートルの点 

                  点エ 基点第１９２２号から丸亀市広島町小手島北端見通

し線上基点１９２２号から４００メートルの点 

                  点オ 基点第１９１９号から丸亀市広島町手島高ノ越見通

し線上基点１９１９号から５００メートルの点 

 

 

５  関係地区 笠岡市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １５８ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１５９号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    建網漁業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市ハブ島地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１９２４号を中心にして半径５００メートルの円と最

大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１９２４号  笠岡市ハブ島島頂に設置した標識 

 

 

５  関係地区 笠岡市 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １５９ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１６０号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    建網漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置 笠岡市六島地先 

 

 

４ 漁場の区域 点ア、イ、ウ、エ、オ、カ及び点アの各点を順次結んだ６直

線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１９２５号  笠岡市六島笠松鼻突端に設置した標識 

    基点第１９２６号 笠岡市六島大鳥鼻突端に設置した標識 

   基点第１９２７号  笠岡市六島小六鼻突端に設置した標識 

    基点第１９２９号 笠岡市六島富山鼻南端に設置した標識 

    基点第１９３０号  笠岡市六島唐サギ突端に設置した標識 

                  点ア 基点第１９２５号から笠岡市問島南端見通し線上基

点第１９２５号から４００メートルの点 

                  点イ 基点第１９２６号から香川県仲多度郡多度津町二面

島北端見通し線上基点第１９２６号から５００メート

ルの点 

                  点ウ 基点第１９２７号から香川県三豊市詫間町三崎見通

し線上基点１９２７号から５００メートルの点 

                  点エ 基点第１９２９号から愛媛県越智郡上島町江ノ島大

崎北端見通し線上基点１９２９号から１０００メート

ルの点 

                  点オ 基点第１９３０号から福山市宇治島南端見通し線上

基点第１９３０号から１０００メートルの点 

                  点カ 基点第１９３０号から笠岡市ハブ島東端見通し線上

基点第１９３０号から４００メートルの点 

５  関係地区 笠岡市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １６０ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１６１号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    なまこ漁業 

  １１月１日から３月３１日まで 

    わかめ漁業 

  ２月１６日から９月３０日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市神島外浦、高島地先 

 

 

４ 漁場の区域 次に掲げる（１）の区域のうち（２）に掲げる区域を除いた

区域 

 

（１）基点第１７２０号、点ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、コ、サ、

シ、基点第１７７８号、点ス及び基点第１７３０号の各点を順次結んだ１５

直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただし、河川、溝渠等の

区域を除く。 

   点の位置 

    基点第１６０６号 笠岡市西大島黒岩に設置した標識 

    基点第１７２０号  笠岡市神島外浦鹿落鼻東端に設置した標識 

    基点第１７２１号 笠岡市神島外浦黒岩南端に設置した標識 

    基点第１７２３号  笠岡市神島外浦岡崎鼻（神島八十八ヶ所第２２番札

所）に設置した標識    

    基点第１７２４号  笠岡市神島外浦神島外港西防波堤灯台 

    基点第１７２８号 笠岡市神島外浦三頭に設置した標識 

    基点第１７３０号 笠岡市神島西側、神島・神島外浦界に設置した標識 

    基点第１７５５号  笠岡市稲積島北端に設置した標識 

      基点第１７６６号  笠岡市高島仏崎北端に設置した標識 

      基点第１７６８号  笠岡市高島南東端バベの木鼻に設置した標識 

      基点第１７７０号 笠岡市高島南西端与太郎鼻に設置した標識 

      基点第１７７４号  笠岡市小高島南中鼻（トウフ岩）に設置した標識 

      基点第１７７８号  笠岡市高島南西百間ゾワイ灯標 

      基点第１８０３号  笠岡市白石島仕切鼻東北端に設置した標識 

                  点ア 基点第１７２０号から基点第１６０６号見通し線上

基点第１７２０号から５００メートルの点 

                  点イ 基点第１７２０号から香川県丸亀市手島甚平鼻見通

し線上基点第１７２０号から５００メートルの点 

                  点ウ 基点第１７２０号から笠岡市北木島布越東端見通し

線上基点第１７２０号から５００メートルの点 

                  点エ 基点第１７２１号から笠岡市白石島東端見通し線上

基点第１７２１号から５００メートルの点 

                  点オ 基点第１７２３号から基点第１８０３号見通し線上

基点第１７２３号から５００メートルの点 

                  点カ 基点第１７２４号から基点第１７６６号見通し線上

基点第１７２４号から５００メートルの点 

                  点キ 基点第１７２４号から基点第１７６６号見通し線

と、基点第１７２８号から笠岡市差出島北端見通し延

長線との交差点 

                  点ク 基点第１７２３号から基点第１８０３号見通し線

と、基点第１７２８号から笠岡市差出島北端見通し延

長線との交差点 

                  点ケ 基点第１７２０号から笠岡市白石島高頂（１７１メ

ートル）見通し線と、基点第１７２３号から基点第１

８０３号見通し線との交差点 

                  点コ 基点第１７２０号から笠岡市白石島高頂（１７１メ

ートル）見通し線と、基点第１７６８号から基点第１

８０３号見通し線との交差点 

                  点サ 基点第１７７４号から笠岡市コゴチ島島頂見通し線

上基点第１７７４号から１００メートルの点 

                  点シ 基点第１７５５号から基点第１７７０号見通し延長

線と、点サから広島県福山市仙酔島北端見通し線との

交差点 

                  点ス 基点第１７３０号から笠岡市梶子島西端見通し線上

基点第１７３０号から５００メートルの点 

 



（２）基点第１７６８号、点Ａ、Ｂ、Ｃ及び基点第１７７０号の各点を順次結

んだ３直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

   基点第１７６８号 笠岡市高島南東端バベの木鼻に設置した標識 

   基点第１７７０号 笠岡市高島南西端与太郎鼻に設置した標識 

                  点Ａ 笠岡市小高島東端に設置した標識 

                  点Ｂ 笠岡市小高島西端に設置した標識 

                  点Ｃ 基点第１７７０号から笠岡市白石島小山見通し線

と、点Ｂから真方位２５７度の方位線との交差点 

 

 

５  関係地区 笠岡市神島外浦、高島、飛島 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １６１ 号 

第１種共同漁業権 



 



 

１  免許番号  岡共第１６２号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    なまこ漁業 

  １１月１日から３月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市飛島地先 

 

 

４ 漁場の区域 点ア、イ、ウ、エ、オ及び点アの各点を順次結んだ５直線と 

最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１８１１号 笠岡市白石島南端乳石に設置した標識 

    基点第１８６７号 笠岡市北木島西端花面山鼻に設置した標識 

    基点第１９０５号 笠岡市真鍋島天神鼻灯籠 

    基点第１９２５号  笠岡市六島笠松鼻突端に設置した標識 

    基点第１９２６号  笠岡市六島大鳥鼻突端に設置した標識 

                  点ア 基点第１８６７号から基点第１９２６号見通し線

と、基点第１９０５号から広島県福山市走島町袴島南

端見通し線との交差点 

                  点イ 基点第１８６７号から基点第１９２６号見通し線

と、基点第１９０５号から広島県福山市走島町宇治島

南東端見通し線との交差点 

                  点ウ 基点第１９０５号から広島県福山市走島町宇治島南

東端見通し線と、基点第１９２５号から広島県福山市

走島町袴島南西端見通し線との交差点 

                  点エ 基点第１８１１号から広島県福山市走島町宇治島南

東端見通し線と、基点第１９２５号から広島県福山市

走島町袴島南西端見通し線との交差点 

                  点オ 基点第１８１１号から広島県福山市走島町宇治島南

東端見通し線と、基点第１９０５号から広島県福山市

走島町宇治島南端見通し線との交差点 

 

 

５  関係地区 笠岡市神島外浦、高島、飛島 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

岡共第 １６２ 号 

第１種共同漁業権 



 

１ 免許番号 岡共第１６３号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

  第１種共同漁業 

あさり漁業 

１月１日から１２月３１日まで 

 

 

３ 漁場の位置 笠岡市神島東地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１７１５号及び点アを結んだ直線、基点第１７２０号

及び点イを結んだ直線及び基点第１７１５号と基点第１７２０

号の間における最大高潮時海岸線から沖出し１００メートルの

線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

  点の位置 

基点第１６０６号 笠岡市西大島黒岩に設置した標識 

基点第１７１５号 笠岡市神島東側、神島・神島外浦界防波堤階段に設  

置した標識 

基点第１７２０号  笠岡市神島外浦鹿落鼻東端に設置した標識 

点ア 基点第１７１５号から基点第１６０６号見通し線上  

基点第１７１５号から１００メートルの点 

点イ 基点第１７２０号から基点第１６０６号見通し線上基

点第１７２０号から１００メートルの点 

 

 

５ 関係地区 笠岡市神島外浦、高島、飛島 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １６３ 号 

第１種共同漁業権 

岡共第 １６３ 号 

第１種共同漁業権 



 

１ 免許番号 岡共第１６４号   

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

  第１種共同漁業 

あさり漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３ 漁場の位置 笠岡市高島高須、王泊地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１７６６号及び点アを結んだ直線、基点第１７７９号

及び点イを結んだ直線及び基点第１７６６号と基点第１７７９

号の間における最大高潮時海岸線から沖出し５０メートルの線

と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

  点の位置 

   基点第１７６０号  笠岡市ホヤ島北端に設置した標識 

   基点第１７６６号  笠岡市高島仏崎北端に設置した標識 

   基点第１７７９号 笠岡市高島黒土港北防波堤基部 

点ア 基点第１７６６号から基点第１７６０号見通し線上

基点第１７６６号から５０メートルの点 

点イ 基点第１７７９号から防波堤上５０メートルの点 

 

 

５ 関係地区 笠岡市神島外浦、高島、飛島 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １６４ 号 

第１種共同漁業権 



 

１ 免許番号 岡共第１６５号   

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

  第１種共同漁業 

あさり漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３ 漁場の位置 笠岡市高島窓石地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１７５８号及び基点第１７６９号を結んだ直線と最大

高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

  点の位置 

   基点第１７５８号  笠岡市高島えんろく鼻北端に設置した標識 

   基点第１７６９号  笠岡市高島窓の鼻北端に設置した標識 

  

 

５ 関係地区 笠岡市神島外浦、高島、飛島 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １６５ 号 

第１種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１６６号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市高島地先 

 

 

４ 漁場の区域 次に掲げる（１）の区域のうち（２）に掲げる区域を除いた

区域 

 

（１）基点第１７５５号、オ、カ、キ、ク、ア、イ、ウ、エ及び基点第１７５

６号を順次結んだ９直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１７２０号  笠岡市神島外浦鹿落鼻東端に設置した標識 

    基点第１７２４号  笠岡市神島外浦神島外港西防波堤灯台 

     基点第１７２５号 笠岡市神島外浦外浦大道（護岸堤西端）鼻に設置し

た標識 

    基点第１７２７号  笠岡市神島外浦城山南東麓に設置した標識 

    基点第１７４２号  笠岡市差出島北東端に設置した標識 

    基点第１７４５号  笠岡市差出島北西ハト島北西端に設置した標識 

    基点第１７４７号  笠岡市差出島北西ハト島北東端に設置した標識 

    基点第１７５５号  笠岡市稲積島北端に設置した標識 

    基点第１７５６号  笠岡市稲積島南端に設置した標識 

    基点第１７６８号  笠岡市高島南東端バベの木鼻に設置した標識 

    基点第１７７２号  笠岡市高島汐口鼻東（台の鼻大岩）に設置した標識 

     基点第１７７４号 笠岡市小高島南中鼻（トウフ岩）に設置した標識 

                  点ア 基点第１７２０号から笠岡市白石島高頂（１７１メ 

ートル）見通し線と、点クから笠岡市白石島東端見通

し線との交差点 

                  点イ 基点第１７２０号から笠岡市白石島高頂（１７１メ

ートル）見通し線と、基点第１７６８号から笠岡市白

石島東端見通し線との交差点 

                  点ウ 基点第１７７４号から笠岡市コゴチ島島頂見通し線

上基点第１７７４号から１００メートルの点 

                  点エ 基点第１７５６号から笠岡市梶子島西端見通し線

と、点ウから広島県福山市仙酔島北端見通し線との交

差点 

                  点オ 基点第１７４５号から基点第１７２５号見通し線上

基点第１７４５号から１００メートルの点 

                  点カ 基点第１７４７号から基点第１７２７号見通し線上

基点第１７４７号から１００メートルの点 

                  点キ 基点第１７４２号から基点第１７２４号見通し線上

基点第１７４２号から１００メートルの点 

                  点ク 基点第１７７２号から基点第１７２０号見通し線上

基点第１７７２号から２００メートルの点 

 

（２）基点第１７６８号と点Ａを結んだ直線並びにＢ、Ｃ及び基点第１７７０

号の各点を順次結んだ２直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

   基点第１７６８号 笠岡市高島南東端バベの木鼻に設置した標識 

   基点第１７７０号 笠岡市高島南西端与太郎鼻に設置した標識 

                  点Ａ 笠岡市小高島東端に設置した標識 

                  点Ｂ 笠岡市小高島西端に設置した標識 

                  点Ｃ 基点第１７７０号から笠岡市白石島小山見通し線

と、点Ｂから真方位２５７度の方位線との交差点 

 

 

 ５  関係地区 笠岡市神島外浦、高島、飛島 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １６６ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１６７号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市飛島地先 

 

 

４ 漁場の区域 点ア、イ、ウ、エ、オ及び点ア号の各点を順次結んだ５直線

と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１８１１号 笠岡市白石島南端乳石に設置した標識 

    基点第１８６７号 笠岡市北木島西端花面山鼻に設置した標識 

    基点第１９０５号 笠岡市真鍋島天神鼻灯籠 

    基点第１９２５号  笠岡市六島笠松鼻突端に設置した標識 

    基点第１９２６号 笠岡市六島大鳥鼻突端に設置した標識 

                  点ア 基点第１８６７号から基点第１９２６号見通し線

と、基点第１９０５号から広島県福山市走島町袴島南

端見通し線との交差点 

                  点イ 基点第１８６７号から基点第１９２６号見通し線

と、基点第１９０５号から広島県福山市走島町宇治島

南東端見通し線との交差点 

                  点ウ 基点第１９０５号から広島県福山市走島町宇治島南

東端見通し線と、基点第１９２５号から広島県福山市

走島町袴島南西端見通し線との交差点 

                  点エ 基点第１８１１号から広島県福山市走島町宇治島南

東端見通し線と、基点第１９２５号から広島県福山市

走島町袴島南西端見通し線との交差点 

                  点オ 基点第１８１１号から広島県福山市走島町宇治島南

東端見通し線と、基点第１９０５号から広島県福山市

走島町宇治島南端見通し線との交差点 

 

 

５  関係地区 笠岡市神島外浦、高島、飛島 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
岡共第 １６７ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１６８号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置 笠岡市神島外浦地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１７１５号、点ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ

及び基点第１７３０号の各点を順次結んだ１０直線と最大高潮

時海岸線とによって囲まれた区域。ただし、河川、溝渠等の区

域は除く。 

   点の位置 

    基点第１６０６号 笠岡市西大島黒岩に設置した標識 

    基点第１７１５号 笠岡市神島東側、神島・神島外浦界防波堤階段に設

置した標識 

    基点第１７２０号  笠岡市神島外浦鹿落鼻東端に設置した標識 

    基点第１７２１号 笠岡市神島外浦黒岩南端に設置した標識 

    基点第１７２３号  笠岡市神島外浦岡崎鼻（神島八十八ヶ所第２２番札

所）に設置した標識 

    基点第１７２７号 笠岡市神島外浦城山南東麓に設置した標識 

    基点第１７２８号 笠岡市神島外浦三頭に設置した標識 

    基点第１７２９号 笠岡市神島外浦オソノミ南麓（通称オソノクボ）に

設置した標識 

    基点第１７３０号 笠岡市神島西側、神島・神島外浦界に設置した標識 

    基点第１７４８号 笠岡市明地島北端に設置した標識 

    基点第１７６７号 笠岡市高島北東端に設置した標識 

    基点第１８６０号 笠岡市北木島布越北東端に設置した標識 

                点ア 基点第１７１５号から基点第１６０６号見通し線上基

点第１７１５号から５００メートルの点 

                点イ 基点第１７２０号から香川県丸亀市手島甚兵衛鼻見通

し線上基点第１７２０号から３００メートルの点 

                点ウ 基点第１７２０号から基点第１８６０号見通し線上基

点第１７２０号から３００メートルの点 

                点エ 基点第１７２１号から笠岡市白石島東端見通し線上基

点第１７２１号から２００メートルの点 

                点オ 基点第１７２３号から笠岡市白石島東端見通し線上基

点第１７２３号から２００メートルの点 

                点カ 基点第１７２７号から基点第１７６７号見通し線上基

点第１７２７号から２００メートルの点 

                点キ 基点第１７２８号から基点第１７４８号見通し線上基

点第１７２８号から２００メートルの点 

                点ク 基点第１７２９号から笠岡市稲積島西端見通し線上基

点第１７２９号から２００メートルの点 

                点ケ 基点第１７３０号から笠岡市梶子島西端見通し線上基

点第１７３０号から２００メートルの点 

 

 

５  関係地区 笠岡市神島外浦、高島、飛島 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １６８ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１６９号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

    つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市差出島南地先 

 

 

４ 漁場の区域 点アを中心に半径１００メートルの区域 

        点の位置 

    基点第１７４４号  笠岡市差出島南端に設置した標識 

    基点第１７５８号  笠岡市高島えんろく鼻北端に設置した標識 

                  点ア 基点第１７４４号から基点第１７５８号見通し線上

基点第１７４４号から１２０メートルの点 

 

 

５ 関係地区 笠岡市神島外浦、高島、飛島 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １６９ 号 

第３種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１７０号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

    つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市高島北地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１７６３号、点ア、イ及び基点第１７６３号の各点を

順次結んだ３直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１７２１号 笠岡市神島外浦黒岩南端に設置した標識 

    基点第１７４３号  笠岡市差出島東端に設置した標識 

    基点第１７４４号  笠岡市差出島南端に設置した標識 

    基点第１７５８号  笠岡市高島えんろく鼻北端に設置した標識 

    基点第１７６３号  笠岡市ホヤ島島頂に設置した標識 

                  点ア 基点第１７６３号から基点第１７４３号見通し線

と、基点第１７５８号から基点第１７２１号見通し線

との交差点 

                  点イ 基点第１７６３号から基点第１７４４号見通し線

と、基点第１７５８号から基点第１７２１号見通し線

との交差点 

 

 

５ 関係地区 笠岡市神島外浦、高島、飛島 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １７０ 号 

第３種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１７１号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

    つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市明地島西地先 

 

 

４ 漁場の区域 点アを中心に半径１００メートルの区域 

        点の位置 

    基点第１７２９号 笠岡市神島外浦オソノミ南麓（通称オソノクボ）に

設置した標識 

    基点第１７５３号  笠岡市明地島南西端（シロ石）に設置した標識 

                  点ア 基点第１７５３号から基点第１７２９号見通し線上

基点第１７５３号から１５０メートルの点 

 

 

５ 関係地区 笠岡市神島外浦、高島、飛島 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １７１ 号 

第３種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１７２号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

    つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市差出島西地先 

 

 

４ 漁場の区域 点アを中心に半径１００メートルの区域 

        点の位置 

    基点第１７５５号  笠岡市稲積島北端に設置した標識 

    基点第１７５８号  笠岡市高島えんろく鼻北端に設置した標識 

                  点ア 基点第１７５５号から笠岡市明地島北端見通し線

と、基点第１７５８号から笠岡市明地島東端見通し延

長線との交差点 

 

 

５ 関係地区 笠岡市神島外浦、高島、飛島 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

岡共第 １７２ 号 

第３種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１７３号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

    つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市高島南西地先 

 

 

４ 漁場の区域 点アを中心に半径１００メートルの区域 

        点の位置 

    基点第１７４１号  笠岡市差出島北西端に設置した標識 

    基点第１７５５号  笠岡市稲積島北端に設置した標識 

                  点ア 基点第１７４１号から笠岡市明地島東端見通し延長

線と、基点第１７５５号から笠岡市高島鳥山南西端見

通し延長線との交差点 

 

 

５ 関係地区 笠岡市神島外浦、高島、飛島 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １７３ 号 

第３種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１７４号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

  わかめ漁業 

  ２月１６日から９月３０日まで 

    なまこ漁業 

  １１月１日から翌年３月３１日まで 

    うに漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市白石島地先 

 

 

４ 漁場の区域 次に掲げる（１）の区域のうち（２）に掲げる区域を除いた

区域 

 

（１）点ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク及び点アの各点を順次結んだ８直線

と直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただし、河川、溝渠等

の区域は除く。 

   点の位置 

    基点第１７５５号  笠岡市稲積島北端に設置した標識 

    基点第１７７２号  笠岡市高島汐口鼻東（台の鼻大岩）に設置した標識 

    基点第１７７４号  笠岡市小高島南中鼻（トウフ岩）に設置した標識 

    基点第１７８１号  笠岡市小飛島北端エノコイシ鼻に設置した標識 

    基点第１８０８号  笠岡市白石島宮ノ鼻に設置した標識 

    基点第１８１１号 笠岡市白石島南端乳石に設置した標識 

    基点第１８５６号 笠岡市北木島金風呂漁港内４号水門東端に設置した

標識 

    基点第１８５８号 笠岡市北木島矢倉鼻突端に設置した標識 

                  点ア 基点第１７７２号から基点第１８５８号見通し線

と、点クから倉敷市下水島南端見通し線との交差点 

                  点イ 基点第１７７２号から基点第１８５８号見通し線

と、点ウから浅口市寄島町青佐鼻見通し線との交差点 

                  点ウ 基点第１８０８号から基点第１８５６号見通し線上

基点第１８０８号から２５０メートルの点 

                  点エ 基点第１８１１号から笠岡市北木島町横辺島島頂見

通し線上基点第１８１１号から２００メートルの点 

                  点オ 基点第１８１１号から広島県福山市鞆町走島東南端

見通し線と、基点第１７８１号から真方位３２４度見

通し線との交差点 

                  点カ 基点第１７８１号から真方位３２４度見通し線と、

点キから広島県福山市鞆町走島北方鴻ノ石燈台見通し

線との交差点 

                  点キ 基点第１７５５号から笠岡市高島南西端見通し延長

線と、点クから広島県福山市鞆町仙酔島高頂見通し線

との交差点 

                  点ク 基点第１７７４号から笠岡市白石島コゴチ島島頂見

通し線上基点第１７７４号から１００メートルの点 

 

（２）基点第１８０６号及び基点第１８３７号、点ウ及び基点第１８１７号を

順次結んだ２直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

   基点第１８０６号 笠岡市白石島影平ヨコゾワ突端に設置した標識 

    基点第１８１７号 笠岡市白石島目玉岩に設置した標識 

    基点第１８３７号 笠岡市弁天島東北端に設置した標識 

           点ケ 笠岡市弁天島島頂 

 

 

５  関係地区 笠岡市白石島 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １７４ 号 

第１種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１７５号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市白石島地先 

 

 

４ 漁場の区域 次に掲げる（１）の区域のうち（２）に掲げる区域を除いた

区域 

 

（１）点ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク及び点アの各点を順次結んだ８直線

と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただし、河川、溝渠等の区域

は除く。 

   点の位置 

    基点第１７５５号  笠岡市稲積島北端に設置した標識 

    基点第１７７２号  笠岡市高島汐口鼻東（台の鼻大岩）に設置した標識 

    基点第１７７４号  笠岡市小高島南中鼻（トウフ岩）に設置した標識 

    基点第１７８１号  笠岡市小飛島北端エノコイシ鼻に設置した標識 

    基点第１８０８号  笠岡市白石島宮ノ鼻に設置した標識 

    基点第１８１１号 笠岡市白石島南端乳石に設置した標識 

    基点第１８５６号 笠岡市北木島金風呂漁港内４号水門東端に設置した

標識 

    基点第１８５８号 笠岡市北木島矢倉鼻突端に設置した標識 

                  点ア 基点第１７７２号から基点第１８５８号見通し線

と、点クから倉敷市下水島南端見通し線との交差点 

                  点イ 基点第１７７２号から基点第１８５８号見通し線

と、点ウから浅口市寄島町青佐鼻見通し線との交差点 

                  点ウ 基点第１８０８号から基点第１８５６号見通し線上

基点第１８０８号から２５０メートルの点 

                  点エ 基点第１８１１号から笠岡市横辺島島頂見通し線上

基点第１８１１号から２００メートルの点 

                  点オ 基点第１８１１号から広島県福山市鞆町走島東南端

見通し線と、基点第１７８１号から真方位３２４度見

通し線との交差点 

                  点カ 基点第１７８１号から真方位３２４度見通し線と、

点キから広島県福山市鞆町走島北方鴻石灯台見通し線

との交差点 

                  点キ 基点第１７５５号から笠岡市高島南西端見通し延長

線と、点クから広島県福山市鞆町仙酔島高頂見通し線

との交差点 

                  点ク 基点第１７７４号から笠岡市コゴチ島島頂見通し線

上基点第１７７４号から１００メートルの点 

 

（２）基点第１８０６号及び基点第１８３７号、点ウ及び基点第１８１７号を

順次結んだ２直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置  

   基点第１８０６号 笠岡市白石島影平ヨコゾワ突端に設置した標識 

    基点第１８１７号 笠岡市白石島目玉岩に設置した標識 

    基点第１８３７号 笠岡市弁天島東北端に設置した標識 

           点ケ 笠岡市弁天島島頂 

 

 

５  関係地区 笠岡市白石島 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １７５ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１７６号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

    つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市白石島北地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１８０６号、点ア、イ、ウ、基点第１８０４号及び基

点第１８０３号の各点を順次結んだ５直線と最大高潮時海岸線

とによって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１８０１号  笠岡市白石島水場の浜北モチの木南端に設置した標

識  

    基点第１８０３号  笠岡市白石島仕切鼻東北端に設置した標識 

    基点第１８０４号  笠岡市白石島仕切鼻東台ノ鼻に設置した標識 

    基点第１８０６号  笠岡市白石島影平ヨコゾワ突端に設置した標識 

    基点第１８２０号  笠岡市白石島沖白石灯台 

    基点第１８２７号 笠岡市白石島小山北端に設置した標識 

    基点第１８３１号 笠岡市コゴチ島北端に設置した標識 

    基点第１８３７号 笠岡市弁天島東北端に設置した標識 

                  点ア 基点第１８０６号から基点第１８３７号見通し線

と、基点第１８０１号から基点第１８２０号見通し線

との交差点 

                  点イ 基点第１８０１号から基点第１８２０号見通し線

と、基点第１８２７号から浅口市寄島町寄島南東端見

通し線との交差点 

                  点ウ 基点第１８０４号から基点第１８３１号見通し線

と、基点第１８２７号から浅口市寄島町寄島南東端見

通し線との交差点 

５  関係地区 笠岡市白石島 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １７６ 号 

第３種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１７７号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

    つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市白石島北地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１８３７号、点ア、イ、ウ、基点第１８１７号及び点

エの各点を順次結んだ５直線と最大高潮時海岸線とによって囲

まれた区域 

   点の位置 

    基点第１８０６号 笠岡市白石島影平ヨコゾワ突端に設置した標識 

    基点第１８１７号 笠岡市白石島目玉岩に設置した標識 

    基点第１８１８号 笠岡市白石島源八鼻北端に設置した標識 

    基点第１８２０号 笠岡市沖白石灯台 

    基点第１８２７号 笠岡市白石島小山北端に設置した標識 

    基点第１８３７号 笠岡市弁天島東北端に設置した標識 

                  点ア 基点第１８１８号から基点第１８２０号見通し線

と、基点第１８３７号から基点第１８０６号見通し線

との交差点 

                  点イ 基点第１８２０号から基点第１８１８号見通し線上

基点第１８２０号から５０メートルの点 

                  点ウ 基点第１８１７号から笠岡市百間ゾワイ燈標見通し

線と、基点第１８２７号から基点第１８２０号見通し

線との交差点 

                  点エ 笠岡市弁天島南端 

 

 

５  関係地区 笠岡市白石島 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １７７ 号 

第３種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１７８号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

    つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市白石島北西地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１８１６号、点ア及び基点第１８２７号の各点を順次

結んだ２直線、基点第１８２８号及び基点１８１５号を結んだ

直線並びに最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１８１５号 笠岡市白石島尼木北西端に設置した標識 

    基点第１８１６号 笠岡市白石島長山鼻に設置した標識 

   基点第１８２７号 笠岡市白石島小山北端に設置した標識 

    基点第１８２８号 笠岡市白石島小山南端に設置した標識 

                  点ア 基点第１８１６号から笠岡市高島南西端見通し線

と、基点第１８２７号から笠岡市コゴチ島北西端見通

し線との交差点 

 

 

５  関係地区 笠岡市白石島 

                           

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １７８ 号 

第３種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１７９号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

    つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市白石島沖白石地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１８２０号から半径５０メートルの円と最大高潮時海

岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１８２０号 笠岡市沖白石灯台 

 

 

５  関係地区 笠岡市白石島 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １７９ 号 

第３種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１８０号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    なまこ漁業 

  １１月１日から３月３１日まで 

    うに漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

    わかめ漁業 

    ２月１６日から９月３０日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市北木島地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１８５８号、点ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ

及び基点第１８５６号の各点を順次結んだ１０直線と最大高潮

時海岸線とによって囲まれた区域。ただし、河川、溝渠等の区

域は除く。 

   点の位置 

    基点第１８０８号  笠岡市白石島宮ノ鼻に設置した標識 

    基点第１８１１号 笠岡市白石島南端乳石に設置した標識 

    基点第１８２２号 笠岡市梶子島東端に設置した標識 

    基点第１８５２号 笠岡市北木島獅子崎突端に設置した標識 

    基点第１８５３号 笠岡市北木島野島鼻突端に設置した標識 

    基点第１８５４号 笠岡市北木島大字根鼻突端に設置した標識 

    基点第１８５６号 笠岡市北木島金風呂漁港内４号水門東端に設置した

標識 

    基点第１８５８号 笠岡市北木島矢倉鼻突端に設置した標識 

    基点第１８６１号  笠岡市北木島布越南東端ネコ岩に設置した標識    

    基点第１８６３号 笠岡市北木島大浦港北防波堤突端灯台に設置した標

識 

    基点第１９３１号  笠岡市問島島頂に設置した標識 

    基点第１９３１号  笠岡市問島島頂に設置した標識 

                  点ア 基点第１８５８号から浅口市寄島町寄島東端見通し

線上基点第１８５８号から２００メートルの点 

                  点イ 基点第１８６１号から丸亀市広島町手島高の越鼻見

通し線上基点第１８６１号から３００メートルの点 

                  点ウ 基点第１８６３号から笠岡市大島北端見通し線上基

点１８６３号から３００メートルの点 

                  点エ 基点第１８５２号から笠岡市大島北端見通し線上基

点１８５２号から３００メートルの点 

                  点オ 基点第１８５３号から笠岡市真鍋島丸の鼻見通し線

上基点第１８５３号から６００メートルの点 

                  点カ 基点第１８５４号から笠岡市小飛島南端見通し線と

基点第１９３１号から笠岡市梶子島東端見通し線との

交差点 

                  点キ 基点第１８１１号から福山市宇治島東南端見通し線

と、基点第１８２２号から基点第１８５４号見通し線

との交差点 

                  点ク 基点第１８１１号から笠岡市横辺島島頂見通し線上

基点第１８１１号から２００メートルの点 

                  点ケ 基点第１８０８号から基点１８５６号見通し線上基

点１８０８号から２５０メートルの点 

 

 

５  関係地区 笠岡市北木島町 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １８０ 号 

第１種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１８１号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市北木島町地先 

 

 

４ 漁場の区域 点ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、コ及び点アの各点

を順次結んだ１０直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた

区域。ただし、河川、溝渠等の区域は除く。 

   点の位置 

    基点第１８０８号 笠岡市白石島宮ノ鼻に設置した標識 

    基点第１８１１号 笠岡市白石島南端乳石に設置した標識 

    基点第１８２２号 笠岡市梶子島東端に設置した標識 

    基点第１８５２号 笠岡市北木島獅子崎突端に設置した標識 

    基点第１８５３号 笠岡市北木島野島鼻突端に設置した標識 

    基点第１８５４号 笠岡市北木島大字根鼻突端に設置した標識 

    基点第１８５６号 笠岡市北木島金風呂漁港内４号水門東端に設置した

標識 

    基点第１８５８号 笠岡市北木島矢倉鼻突端に設置した標識 

    基点第１８６１号 笠岡市北木島布越南東端ネコ岩に設置した標識 

    基点第１８６３号 笠岡市北木島大浦港北防波堤突端灯台に設置した標

識 

    基点第１８７３号 笠岡市北木島町字矢倉と字上松原の境界の鼻突端に

設置した標識 

    基点第１９３１号  笠岡市問島島頂に設置した標識 

                  点ア 基点第１８５８号から浅口市寄島町寄島東端見通し

線上基点第１８５８号から４００メートルの点 

                  点イ 基点第１８６１号から丸亀市広島町手島高の越鼻見

通し線上基点第１８６１号から４００メートルの点 

                  点ウ 基点第１８６３号から笠岡市大島北端見通し線上基

点第１８６３号から３００メートルの点 

                  点エ 基点第１８５２号から笠岡市大島北端見通し線上基

点第１８５２号から３００メートルの点 

                  点オ 基点第１８５３号から笠岡市真鍋島丸の鼻見通し線

上基点第１８５３号から６００メートルの点 

                  点カ 基点第１８５４号から笠岡市小飛島南端見通し線

と、基点第１９３１号から笠岡市梶子島東端見通し線

との交差点 

                  点キ 基点第１８１１号から福山市宇治島東南端見通し線

と、基点第１８２２号から基点第１８５４号見通し線

との交差点 

                  点ク 基点第１８１１号から笠岡市横辺島島頂見通し線上

基点第１８１１号から２００メートルの点 

                  点ケ 基点第１８０８号から基点第１８５６号見通し線上

基点第１８０８号から２５０メートルの点 

                  点コ 基点第１８７３号から笠岡市白石島仕切鼻突端見通

し線上基点第１８７３号から４００メートルの点 

 

 

５  関係地区 笠岡市北木島町 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １８１ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１８２号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

    つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市北木島町金風呂地先 

 

 

４ 漁場の区域 点アを中心にして半径１５０メートルの円によって囲まれた

区域 

   点の位置 

    基点第１８５５号 笠岡市北木島鶴石鼻突端に設置した標識 

           点ア 基点第１８５５号から笠岡市縦島高見通し線上基点

第１８５５号から１５０メートルの点 

 

 

５  関係地区 笠岡市北木島町 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

岡共第 １８２ 号 

第３種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１８３号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

    つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市北木島町金風呂地先 

 

 

４ 漁場の区域 点アを中心にして半径１５０メートルの円によって囲まれた

区域 

   点の位置 

    基点第１８０８号  笠岡市白石島宮ノ鼻に設置した標識 

    基点第１８５７号  笠岡市北木島春日鼻突端に設置した標識 

           点ア 基点第１８５７号から基点第１８０８号見通し線上

基点第１８５７号から１５０メートルの点 

 

 

５  関係地区 笠岡市北木島町 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １８３ 号 

第３種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１８４号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

    つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市北木島町中山地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１８５９号、点ア、イ、ウ、エ及び基点第１８６２号

の各点を順次結んだ５直線と最大高潮時海岸線及び防波堤とに

よって囲まれた区域。ただし、最大高潮時海岸線から沖出し５

０メートルの線によって囲まれた区域を除く。 

   点の位置 

    基点第１８５９号  笠岡市北木島矢櫃中山北端に設置した標識 

    基点第１８６０号 笠岡市北木島布越北東端に設置した標識 

    基点第１８６１号  笠岡市北木島布越南東端ネコ岩に設置した標識 

    基点第１８６２号 笠岡市北木島中山防波堤突端に設置した標識 

                  点ア 基点第１８５９号から笠岡市西大島黒岩見通し線上

基点第１８５９号から２００メートルの点 

                  点イ 基点第１８６０号から浅口市寄島町寄島東端見通し

線上基点第１８６０号から２００メートルの点 

                  点ウ 基点第１８６１号から笠岡市大島東北端見通し線上

基点第１８６１号から２００メートルの点 

                  点エ 基点第１８６２号から笠岡市北木島獅子崎東端見通

し線上基点第１８６２号から２００メートルの点 

 

 

５  関係地区 笠岡市北木島町 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

岡共第 １８４ 号 

第３種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１８５号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

    つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市北木島町大浦地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１８５２号、点ア、イ及び基点第１８６４号の各点を

順次結んだ３直線と最大高潮時海岸線及び防波堤とによって囲

まれた区域。ただし、沖出し５０メートルによって囲まれた区

域を除く。 

   点の位置 

    基点第１８５２号 笠岡市北木島獅子崎突端に設置した標識 

    基点第１８６１号  笠岡市北木島布越南東端ネコ岩に設置した標識 

    基点第１８６２号 笠岡市北木島中山防波堤突端に設置した標識 

    基点第１８６３号 笠岡市北木島大浦港北防波堤突端灯台に設置した標

識 

    基点第１８６４号 笠岡市北木島長場防波堤突端に設置した標識 

                  点ア 基点第１８５２号から基点第１８６１号見通し線

と、基点第１８６３号から笠岡市大島北端見通し線と

の交差点 

                  点イ 基点第１８６４号から基点第１８６２号見通し線

と、基点第１８６３号から笠岡市大島北端見通し線と

の交差点 

 

 

５  関係地区 笠岡市北木島町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １８５ 号 

第３種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１８６号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    なまこ漁業 

  １１月１日から３月３１日まで 

    わかめ漁業 

    ２月１６日から９月３０日まで 

    うに漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市真鍋島地先 

 

 

４ 漁場の区域 点ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク及び点アの各点を順次結

んだ８直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただ

し、河川、溝渠等の区域は除く。 

   点の位置 

    基点第１９０５号 笠岡市真鍋島天神鼻灯籠 

    基点第１９１０号 笠岡市真鍋島大明神鼻に設置した標識 

    基点第１９１１号 笠岡市真鍋島去浜鼻突端に設置した標識 

    基点第１９１４号 笠岡市真鍋島尾鼻南端に設置した標識 

    基点第１９１５号  笠岡市真鍋島丸の鼻北西端に設置した標識 

                  点ア 基点第１９０５号から笠岡市北木島獅子崎東端見通

し線上基点第１９０５号から３５０メートルの点 

                  点イ 基点第１９１０号から笠岡市大島南西端見通し線上

基点第１９１０号から３５０メートルの点 

                  点ウ 基点第１９１０号から笠岡市茂床島南端見通し線上

基点第１９１０号から３５０メートルの点 

                  点エ 基点第１９１１号から丸亀市小手島北端見通し線上

基点１９１１号から３５０メートルの点 

                  点オ 基点第１９１１号から香川県仲多度郡多度津町佐柳

島西南端見通し線上、基点第１９１１号から３５０メ

ートルの点 

                  点カ 基点第１９１４号から香川県三豊市詫間町荘内箱崎

鼻突端見通し線上基点第１９１４号から３５０メート

ルの点 

                 点キ 基点第１９１５号から笠岡市六島島頂見通し線上基点

第１９１５号から３５０メートルの点 

                  点ク 基点第１９１５号から笠岡市問島島頂見通し線上基

点第１９１５号から３５０メートルの点 

 

 

５  関係地区 笠岡市真鍋島、六島 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １８６ 号 

第１種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１８７号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    なまこ漁業 

  １１月１日から３月３１日まで 

    わかめ漁業 

    ２月１６日から９月３０日まで 

    うに漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市大島地先 

 

 

４ 漁場の区域 点ア、イ、ウ、エ、オ、カ及び点アの各点を順次結んだ６直

線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１９０５号 笠岡市真鍋島天神鼻灯籠 

    基点第１９１７号 笠岡市大島白石に設置した標識 

    基点第１９１８号  笠岡市大島州鼻南端に設置した標識 

    基点第１９１９号 笠岡市大島北東端に設置した標識 

    基点第１９２３号 笠岡市茂床島北端に設置した標識 

                  点ア 基点第１９１７号から基点第１９０５号見通し線上

基点第１９１７号から３５０メートルの点 

                  点イ 基点第１９１８号から香川県仲多度郡多度津町佐柳

島北端見通し線上基点第１９１８号から１０００メー

トルの点 

                  点ウ 基点第１９２３号から丸亀市広島町小手島北端見通

し線上基点１９２３号から４５０メートルの点 

                  点エ 基点第１９１９号から丸亀市広島町小手島北端見通

し線上基点１９１９号から３５０メートルの点 

                  点オ 基点第１９１９号から笠岡市高島東端見通し線上点

第１９１９号から９５０メートルの点 

                  点カ 基点第１９１７号から笠岡市北木島小浜の鼻見通し

線上基点第１９１７号から７２０メートルの点 

 

 

５  関係地区 笠岡市真鍋島、六島 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １８７ 号 

第１種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１８８号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    なまこ漁業 

  １１月１日から３月３１日まで 

    わかめ漁業 

    ２月１６日から９月３０日まで 

    うに漁業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市問島地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１９３１号を中心にして半径４００メートルの円と最

大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１９３１号  笠岡市問島島頂に設置した標識 

 

 

５  関係地区 笠岡市真鍋島、六島 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １８８ 号 

第１種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１８９号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    なまこ漁業 

  １１月１日から３月３１日まで 

    わかめ漁業 

    ２月１６日から９月３０日まで 

    うに漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市ハブ島地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１９２４号を中心にして半径４００メートルの円と最

大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１９２４号  笠岡市ハブ島島頂に設置した標識 

 

 

５  関係地区 笠岡市真鍋島、六島 

 

 

  



 

 

 

  

岡
共
第

 
１
８
９

 号
 

第
１
種
共
同
漁
業
権

 



 

１  免許番号  岡共第１９０号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    なまこ漁業 

  １１月１日から３月３１日まで 

    わかめ漁業 

   ２月１６日から９月３０日まで 

   うに漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市六島地先 

 

 

４ 漁場の区域 点ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ及び点アの各点を順次結んだ

７直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただし、

河川、溝渠等の区域は除く。 

   点の位置 

    基点第１９２５号  笠岡市六島笠松鼻突端に設置した標識 

    基点第１９２６号 笠岡市六島大鳥鼻突端に設置した標識 

    基点第１９２７号  笠岡市六島小六鼻突端に設置した標識 

    基点第１９２９号 笠岡市六島富山鼻南端に設置した標識 

    基点第１９３０号  笠岡市六島唐サギ突端に設置した標識 

                  点ア 基点第１９２５号から笠岡市問島東南端見通し線上

基点第１９２５号から３５０メートルの点 

                  点イ 基点第１９２６号から香川県仲多度郡多度津町二面

島北端見通し線上基点第１９２６号から３５０メート

ルの点 

                  点ウ 基点第１９２７号から香川県三豊市詫間町三崎灯台

見通し線上基点１９２７号から３５０メートルの点 

                  点エ 基点第１９２７号から愛媛県越智郡上島町江ノ島大

崎突端見通し線上基点１９２７号から３５０メートル

の点 

                  点オ 基点第１９２９号から愛媛県越智郡上島町江ノ島大

崎突端見通し線上基点１９２９号から３５０メートル

の点 

                  点カ 基点第１９２９号から福山市宇治島南端見通し線上

基点第１９２９号から３５０メートルの点 

                  点キ 基点第１９３０号から笠岡市ハブ島北東端見通し線

上基点第１９３０号から３５０メートルの点 

 

 

５  関係地区 笠岡市真鍋島、六島 
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１  免許番号  岡共第１９１号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市真鍋島地先 

 

 

４ 漁場の区域 点ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク及び点アの各点を順次結

んだ８直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただ

し、河川、溝渠等の区域は除く。 

   点の位置 

    基点第１９０５号 笠岡市真鍋島天神鼻灯籠 

    基点第１９１０号 笠岡市真鍋島大明神鼻に設置した標識 

    基点第１９１１号 笠岡市真鍋島去浜鼻突端に設置した標識 

    基点第１９１４号 笠岡市真鍋島尾鼻南端に設置した標識 

    基点第１９１５号  笠岡市真鍋島丸の鼻北西端に設置した標識 

                  点ア 基点第１９０５号から笠岡市北木島獅子崎東端見通

し線上基点第１９０５号から３５０メートルの点 

                  点イ 基点第１９１０号から笠岡市大島南西端見通し線上

基点第１９１０号から３５０メートルの点 

                  点ウ 基点第１９１０号から笠岡市茂床島南東端見通し線

上基点１９１０号から３５０メートルの点 

                  点エ 基点第１９１１号から丸亀市小手島北端見通し線上

基点１９１１号から３５０メートルの点 

                  点オ 基点第１９１１号から香川県仲多度郡多度津町佐柳

島西南端見通し線上基点１９１１号から３５０メート

ルの点 

                  点カ 基点第１９１４号から香川県三豊市詫間町荘内箱崎

鼻突端見通し線上基点第１９１４号から３５０メート

ルの点 

                  点キ 基点第１９１５号から笠岡市六島島頂見通し線上基

点第１９１５号から３５０メートルの点 

                  点ク 基点第１９１５号から笠岡市問島島頂見通し線上基

点第１９１５号から３５０メートルの点 

 

 

５  関係地区 笠岡市真鍋島、六島 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １９１ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１９２号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市大島地先 

 

 

４ 漁場の区域 点ア、イ、ウ、エ、オ、カ及び点アの各点を順次結んだ６直

線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１９０５号 笠岡市真鍋島天神鼻灯籠 

    基点第１９１７号 笠岡市大島白石に設置した標識 

    基点第１９１８号  笠岡市大島州鼻南端に設置した標識 

    基点第１９１９号 笠岡市大島北東端に設置した標識 

    基点第１９２３号 笠岡市茂床島北端に設置した標識 

                  点ア 基点第１９１７号から基点第１９０５号見通し線上

基点第１９１７号から３５０メートルの点 

                  点イ 基点第１９１８号から香川県仲多度郡多度津町佐柳

島北端見通し線上基点第１９１８号から１０００メー

トルの点 

                  点ウ 基点第１９２３号から丸亀市広島町小手島北端見通

し線上基点１９２３号から４５０メートルの点 

                  点エ 基点第１９１９号から丸亀市広島町小手島北端見通

し線上基点１９１９号から３５０メートルの点 

                  点オ 基点第１９１９号から笠岡市高島東端見通し線上基

点１９１９号から９５０メートルの点 

                  点カ 基点第１９１７号から笠岡市北木島小浜の鼻見通し

線上基点１９１７号から７２０メートルの点 

 

５  関係地区 笠岡市真鍋島、六島 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １９２ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１９３号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市問島地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１９３１号を中心にして半径４００メートルの円と最

大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１９３１号  笠岡市問島島頂に設置した標識 

 

 

５  関係地区 笠岡市真鍋島、六島 

 

  



 

 

  

岡共第 １９３ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１９４号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市ハブ島地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１９２４号を中心にして半径４００メートルの円と最

大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１９２４号  笠岡市ハブ島島頂に設置した標識 

 

 

５  関係地区 笠岡市真鍋島、六島 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

岡
共
第

 
１
９
４

 号
 

第
２
種
共
同
漁
業
権

 



 

１  免許番号  岡共第１９５号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市六島地先 

 

 

４ 漁場の区域 点ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ及び点アの各点を順次結んだ

７直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただし、

河川、溝渠等の区域は除く。 

   点の位置 

    基点第１９２５号  笠岡市六島笠松鼻突端に設置した標識 

    基点第１９２６号 笠岡市六島大鳥鼻突端に設置した標識 

    基点第１９２７号  笠岡市六島小六鼻突端に設置した標識 

    基点第１９２９号 笠岡市六島富山鼻南端に設置した標識 

    基点第１９３０号  笠岡市六島唐サギ突端に設置した標識 

                  点ア 基点第１９２５号から笠岡市問島東南端見通し線上

基点第１９２５号から３５０メートルの点 

                  点イ 基点第１９２６号から香川県仲多度郡多度津町二面

島北端見通し線上基点第１９２６号から３５０メート

ルの点 

                  点ウ 基点第１９２７号から香川県三豊市詫間町三崎灯台

見通し線上基点第１９２７号から３５０メートルの点 

                  点エ 基点第１９２７号から愛媛県越智郡上島町江ノ島大

崎突端見通し線上基点１９２７号から４５０メートル

の点 

                  点オ 基点第１９２９号から愛媛県越智郡上島町江ノ島大

崎突端見通し線上基点１９２９号から４５０メートル

の点 

                  点カ 基点第１９２９号から福山市宇治島南西端見通し線

上基点１９１９号から３５０メートルの点 

                  点キ 基点第１９３０号から笠岡市ハブ島北東端見通し線

上基点１９３０号から３５０メートルの点 

 

 

５  関係地区 笠岡市真鍋島、六島 
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１  免許番号  岡共第１９６号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

    つきいそ漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市真鍋島本浦地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１９０５号、点ア、イ、ウ及び基点第１９０４号の各

点を順次結んだ４直線によって囲まれた区域。ただし最大高潮

時海岸線沖出し５０メートルの線によって囲まれた区域を除

く。 

   点の位置 

    基点第１７８４号  笠岡市小飛島南端長崎に設置した標識 

    基点第１９０３号  笠岡市真鍋島真鍋島漁港本浦地区東防波堤基部に設

置した標識 

    基点第１９０４号  笠岡市真鍋島嫁取松下の大石に設置した標識 

    基点第１９０５号 笠岡市真鍋島天神鼻灯籠 

    基点第１９４９号  笠岡市真鍋島床の鼻に設置した標識 

                  点ア 基点第１７８４号から笠岡市問島南端見通し延長線

と、基点第１９０５号から笠岡市北木島布越東端見通

し線との交差点 

                  点イ 基点第１７８４号から笠岡市問島南端見通し延長線

と、基点第１９０３号から笠岡市北木島布越東端見通

し線との交差点 

                  点ウ 基点第１９０４号から基点第１９４９号見通し線

と、基点第１９０３号から笠岡市北木島布越東端見通

し線との交差点 

 

 

５  関係地区 笠岡市真鍋島、六島 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １９６ 号 

第３種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１９７号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

    つきいそ漁業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市真鍋島本浦地先 

 

 

４ 漁場の区域 次に掲げる（１）の区域のうち（２）に掲げる区域を除いた

区域 

 

（１）基点第１９０３号、第１９４８号、点イ、ウ及び基点第１９０８号の各

点を順次結んだ４直線と防波堤並びに最大高潮時海岸線とによって囲まれた

区域。ただし、最大高潮時海岸線沖出し５０メートルの線によって囲まれた

区域及び点エと点オを結んだ直線以南の岩坪漁港の区域を除く。 

   点の位置 

    基点第１７８４号  笠岡市小飛島南端長崎に設置した標識 

    基点第１９０２号  笠岡市真鍋島真鍋島漁港北東新防波堤基部に設置し

た標識 

    基点第１９０３号  笠岡市真鍋島真鍋島漁港本浦地区東防波堤基部に設

置した標識 

    基点第１９０５号 笠岡市真鍋島天神鼻灯籠 

    基点第１９０８号 笠岡市真鍋島真鍋島漁港岩坪地区西防波堤突端に設

置した標識 

    基点第１９１７号 笠岡市大島白石に設置した標識 

                  点ア 基点第１７８４号から笠岡市問島南端見通し延長線

上と、基点第１９０３号から笠岡市北木島布越東端見

通し線との交差点 

                  点イ 基点第１７８４号から笠岡市問島南端見通し延長線

上点アから１００メートルの点 

                  点ウ 基点第１７８４号から笠岡市問島南端見通し延長線

と、基点第１９０８号から基点第１９１７号見通し線

との交差点 

                  点エ 笠岡市真鍋島真鍋島漁港岩坪地区西新防波堤突端 

                  点オ 笠岡市真鍋島真鍋島漁港岩坪地区東新防波堤突端 

 

（２）基点第１９４８号、点カ及び基点第１９０７号と最大高潮時海岸線とに

よって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１９０７号 笠岡市真鍋島宮ノ鼻突端に設置した標識 

   基点第１９４８号 笠岡市真鍋島真鍋島漁港北東防波堤突端に設置した

標識 

                  点カ 基点第１９０７号から基点第１９０５号見通し線上

基点第１９０７号から１６０メートルの点 

 

 

５  関係地区 笠岡市真鍋島、六島 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １９７ 号 

第３種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１９８号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

    つきいそ漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市真鍋島岩坪地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１９０９号、点ア、イ及び基点第１９１０号の各点を

順次順次結んだ３直線によって囲まれた区域。ただし、最大高

潮時海岸線沖出し５０メートルの線によって囲まれた区域を除

く。 

   点の位置 

    基点第１７８４号  笠岡市小飛島南端長崎に設置した標識 

    基点第１９０９号 笠岡市真鍋島真鍋島漁港岩坪地区火の見やぐら 

    基点第１９１０号 笠岡市真鍋島大明神鼻に設置した標識 

    基点第１９１７号 笠岡市大島白石に設置した標識 

                  点ア 基点第１７８４号から笠岡市問島南端見通し延長線

と、基点第１９０９号から基点第１９１７号見通し線

との交差点 

                  点イ 基点第１７８４号から笠岡市問島南端見通し延長線

と、基点第１９１０号から基点第１９１７号見通し線

との交差点 

 

 

５  関係地区 笠岡市真鍋島、六島 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

岡共第 １９８ 号 

第３種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１９９号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

    つきいそ漁業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市真鍋島東南地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１９１１号、点ア及び基点第１９１２号の各点を順次

結んだ２直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。た

だし、最大高潮時海岸線沖出し５０メートルの線によって囲ま

れた区域を除く。 

   点の位置 

    基点第１９１１号 笠岡市真鍋島去浜鼻突端に設置した標識 

    基点第１９１２号 笠岡市真鍋島焼場の鼻南端に設置した標識 

                  点ア 基点第１９１２号から香川県仲多度郡多度津町佐柳

島南端見通し線上基点第１９１２号から４００メート

ルの点 

 

 

５  関係地区 笠岡市真鍋島、六島 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １９９ 号 

第３種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第２００号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

    つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  笠岡市六島地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１９２５号、点ア、イ及び基点第１９２５号の各点を

順次結んだ３直線によって囲まれた区域。ただし、最大高潮時

海岸線沖出し５０メートルの線によって囲まれた区域を除く。 

   点の位置 

    基点第１９２５号  笠岡市六島笠松鼻突端に設置した標識 

                  点ア 基点第１９２５号から笠岡市小飛島東端見通し線上

基点第１９２５号から１５０メートルの点 

                  点イ 基点第１９２５号から笠岡市真鍋島丸の鼻突端見通

し線上基点第１９２５号から１５０メートルの点 

 

 

５  関係地区 笠岡市真鍋島、六島 
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